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第４５７回（定例）福崎町議会会議録  

平成２６年９月５日（金） 

午前９時３０分  開  会 

 

  １．平成２６年９月５日、第４５７回（定例）福崎町議会は、福崎町役場に招集された。  

 

  １．出席議員     １４名  

      １番  宮 内 富 夫       ８番   前 川 裕  量  

      ２番  木 村 いづみ       ９番   松 岡 秀  人  

      ３番  牛 尾 雅 一      １０番   難 波 靖  通  

      ４番  城 谷 英 之      １１番   小 林   博  

      ５番  冨 田 昭 市      １２番   高 井 國  年  

      ６番  北 山 孝 彦      １３番   釜 坂 道  弘  

      ７番  石 野 光 市      １４番   志 水 正  幸  

 

  １．欠席議員（な  し）  

 

  １．事務局より出席した職員  

    事 務 局 長  志 水 利 雄  主       査  佐  野 允  保 

 

  １．説明のため出席した職員  

    町 長  嶋 田 正 義  副 町 長  橋 本  省 三  

    教 育 長  髙 寄 十 郎  技 監  松 尾  成 史  

    会 計 管 理 者  萩 原 昌 美  総 務 課 長  尾 﨑  吉 晴  

    企 画 財 政 課 長  福 永   聡  税 務 課 長  中 塚  保 彦  

    地 域 振 興 課 長  近 藤 博 之  住 民 生 活 課 長  松 岡  英 二  

    健 康 福 祉 課 長  高 松 伸 一  農 林 振 興 課 長  井 上  茂 樹  

    ま ち づ く り 課 長  豊 國 明 仁  上 下 水 道 課 長  長 澤  茂 弘  

    社 会 教 育 課 長  山 下 健 介  学 校 教 育 課 長  山 本  欽 也  

 

    代 表 監 査 委 員  高 寄 辰 則  

 

  １．議事日程  

    第 １ 会議録署名議員の指名  

    第 ２ 会期の決定  

    第 ３ 諸報告 

    第 ４ 報告第１６号 第２５期株式会社もちむぎ食品センター決算報告について  

    第 ５ 報告第１７号  平成２５年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告につい  

               て  

    第 ６ 報告第１８号  議会の委任による専決処分の報告について（西光寺地区下水  

               道舗装本復旧工事（その２））  

    第 ７ 議案第４６号  人権擁護委員の推薦について  

    第 ８ 議案第４７号  教育委員会委員の任命について  

    第 ９ 議案第４８号  平成２５年度福崎町一般会計歳入歳出決算認定について  

    第１０ 議案第４９号  平成２５年度福崎町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定について  
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    第１１ 議案第５０号  平成２５年度福崎町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決  

               算認定について  

    第１２ 議案第５１号  平成２５年度福崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定  

               について  

    第１３ 議案第５２号  平成２５年度福崎町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算  

               認定について  

    第１４ 議案第５３号  平成２５年度福崎町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認  

               定について  

    第１５ 議案第５４号  平成２５年度福崎町水道事業会計歳入歳出決算認定について  

    第１６ 議案第５５号  平成２５年度福崎町工業用水道事業会計歳入歳出決算認定に  

               ついて  

    第１７ 議案第５６号  平成２５年度福崎町水道事業剰余金処分について  

    第１８ 議案第５７号  平成２５年度福崎町工業用水道事業剰余金処分について  

    第１９ 議案第５８号  福崎町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に  

               関する基準を定める条例の制定について  

    第２０ 議案第５９号  福崎町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め  

               る条例の制定について  

    第２１ 議案第６０号  福崎町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準  

               を定める条例の制定について  

    第２２ 議案第６１号  福崎町保育の必要性の認定に関する条例の制定について  

    第２３ 議案第６２号  平成２６年度福崎町一般会計補正予算（第２号）について  

    第２４ 議案第６３号  損害賠償請求事件に係る和解について  

    第２５ 議案第６４号  福崎町道路線の廃止及び認定について  

    第２６ 議案第６５号  工事請負契約について（川端雨水幹線工事（第２工区））  

    第２７ 請願第 ２号 手話言語法制定を求める意見書の提出について  

 

  １．本日の会議に付した事件  

    第 １ 会議録署名議員の指名  

    第 ２ 会期の決定  

    第 ３ 諸報告 

    第 ４ 報告第１６号  第２５期株式会社もちむぎ食品センター決算報告について  

    第 ５ 報告第１７号  平成２５年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告につい  

               て  

    第 ６ 報告第１８号  議会の委任による専決処分の報告について（西光寺地区下水  

               道舗装本復旧工事（その２））  

    第 ７ 議案第４６号  人権擁護委員の推薦について  

    第 ８ 議案第４７号  教育委員会委員の任命について  

    第 ９ 議案第４８号  平成２５年度福崎町一般会計歳入歳出決算認定について  

    第１０ 議案第４９号  平成２５年度福崎町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定について  

    第１１ 議案第５０号  平成２５年度福崎町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決  

               算認定について  

    第１２ 議案第５１号  平成２５年度福崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定  

               について  

    第１３ 議案第５２号  平成２５年度福崎町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算  

               認定について  
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    第１４ 議案第５３号  平成２５年度福崎町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認  

               定について  

    第１５ 議案第５４号  平成２５年度福崎町水道事業会計歳入歳出決算認定について  

    第１６ 議案第５５号  平成２５年度福崎町工業用水道事業会計歳入歳出決算認定に  

               ついて  

    第１７ 議案第５６号  平成２５年度福崎町水道事業剰余金処分について  

    第１８ 議案第５７号  平成２５年度福崎町工業用水道事業剰余金処分について  

    第１９ 議案第５８号  福崎町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に  

               関する基準を定める条例の制定について  

    第２０ 議案第５９号  福崎町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め  

               る条例の制定について  

    第２１ 議案第６０号  福崎町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準  

               を定める条例の制定について  

    第２２ 議案第６１号  福崎町保育の必要性の認定に関する条例の制定について  

    第２３ 議案第６２号  平成２６年度福崎町一般会計補正予算（第２号）について  

    第２４ 議案第６３号  損害賠償請求事件に係る和解について  

    第２５ 議案第６４号  福崎町道路線の廃止及び認定について  

    第２６ 議案第６５号  工事請負契約について（川端雨水幹線工事（第２工区））  

    第２７ 請願第 ２号 手話言語法制定を求める意見書の提出について  

 

  １．開会  

 

議    長  皆さん、おはようございます。  

       議員の皆様におかれましては、早朝よりご参集をいただき、まことにありがと

うございます。  

       第４５７回福崎町議会定例会の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げま

す。 

       ８月の記録的豪雨により、丹波市や広島市などで、土石流、土砂崩れ等により、

甚大なる被害が発生いたしました。今もなお、懸命な救助活動と復旧作業に全

力を挙げて取り組まれております。  

       この災害により、多くの方がお亡くなりになりました。心からご冥福をお祈り

申し上げます。また、被災された方々に対しましても、心よりお見舞いを申し

上げます。  

       また、本日未明に福崎町にもかなりの雨が降りましたが、京都府の綾部市、丹

波市、福知山市にも猛烈な雨が降り、避難勧告が発令されております。  

       その地域に今、全国から、この被災地ヘボランティアの方々が、被災家屋の泥

出し、あるいは家具等の搬出作業などの応援に多くの方が参加をされておりま

す。 

       本町も、丹波市への給水車の派遣や、社会福祉協議会がボランティアの方々を

募り、多くの町民の方が参加されており、本日も朝早くから町民の方が、丹波

市の復旧活動に参加のために出発されております。  

       ボランティアの方々による復旧活動を行っていただく皆様方に、深甚なる敬意

を表するものであります。  

       さて、本定例会に提案されます案件は、報告第１６号から報告第１８号までの

３件、議案第４６号から議案第６５号までの２０件、請願第２号の計２４件で

あります。  
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       いずれも重要な案件でありますので、慎重にご審議をいただき、また、議事の

円滑なる運営につきましても、格別のご協力をお願いいたします。  

       ただいまの出席議員数は、１４名でございます。定足数に達しております。  

       よって、第４５７回福崎町議会定例会が成立したことを宣告いたします。  

       また、事務局から写真撮影の申し出が出ておりますので、撮影を許可いたしま

す。 

       ただいまから、第４５７回福崎町議会定例会を開会いたします。  

       これより本日の日程に入ります。  

       本日の日程は、お手元に配付しております議事日程に記載のとおりであります。  

 

日程第１ 会議録署名議員の指名  

 

議    長  日程第１は会議録署名議員の指名であります。  

       会議録署名議員の指名は、会議規則第１２７条の規定により議長が指名をいた

します。  

        １番、宮内富夫議員  

       １０番、難波靖通議員  

       以上の両議員にお願いいたします。  

 

日程第２ 会期の決定  

 

議    長  日程第２は、会期の決定であります。  

       会期の決定の件を議題といたします。  

       去る８月２８日、議会運営委員会を開催して検討をお願いいたしましたところ、

既に皆さんのお手元に配付しております日程表案のとおり、本日から９月２９日

までの２５日間としたいと思いますが、ご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

議    長  異議なしと認めます。  

       よって、会期は本日から９月２９日までの２５日間といたします。  

 

日程第３ 諸報告  

 

議    長  日程第３は、諸報告であります。  

       ６月２５日の第４５６回定例会閉会後、本日までの議会活動報告については、

事務局に報告をさせます。 

事 務 局 議会活動報告をいたします。  

       報告の内容につきましては、主なものを申し上げます。  

       ７月８日、（仮称）高岡幼児園工事現場において、高岡幼児園起工式が行われ、

議長、副議長、総務文教常任委員長が出席いたしました。  

       同じく、７月８日、（仮称）福崎町多目的公園工事現場において、福崎町多目

的公園起工式が行われ、議長、副議長、総務文教常任委員長が出席いたしました。  

       ７月９日、神河町中央公民館において、社会を明るくする運動神崎郡住民大会

が開催され、議長が出席いたしました。  

       ７月１０日及び１１日、砂防会館において、全国議会広報研修会が開催され、

議会広報常任委員会委員が参加いたしました。  

       ７月１２日、福崎小学校において、福崎町子ども会球技大会が開かれ、副議長
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が出席いたしました。  

       ７月１７日及び１８日、ホテル北野プラザ六甲荘において、兵庫県町議会議長

会主催の議長研究会が行われ、議長が出席いたしました。  

       ８月２日、エルデホールにおいて、第３５回山桃忌が開催され、議長及び議員

多数が出席いたしました。  

       ８月３日、兵庫県広域防災センターにおいて、兵庫県消防操法大会が開催され、

議長が出席いたしました。  

       ８月６日、姫路市市民会館において西播磨市町長会創立３０周年記念講演会が

開催され、議長他議員多数が出席いたしました。  

       ８月１８日、第１委員会室において、第１回議会報告会実行委員会を開催し、

１１月に開催予定の議会報告会について検討を重ねました。  

       ８月２２日、和田山ジュピターホールにおいて、播磨中部高原森林基幹道推進

協議会定期総会が開催され、副議長及び民生まちづくり常任委員長が出席いたし

ました。  

       ８月２３日、岩手県遠野市において、遠野市・福崎町友好都市共同宣言調印式

が行われ、町長とともに議長が出席し、友好都市の調印の署名をしてまいりまし

た。 

       その他の議会活動報告は、お手元に配付の報告書のとおりです。  

       以上です。  

議    長  以上で議会活動報告を終わります。  

       また、例月出納検査の報告書及び陳情書が議長宛に提出されており、その写し

を配付しております。  

       続いて、理事者側からの申し出により、行政報告を行います。  

副 町 長 それでは、各課からの行政報告をさせていただきます。  

       平成２６年度職員採用試験の申込状況ですが、一般行政職は６４人、障害のあ

る一般行政職は８人、管理栄養士は１２人、土木職は３人、建築職は２人の申し

込みがありました。  

       １次試験は今月２１日の日曜日に、神戸医療福祉大学で実施します。  

       次に、選挙管理事務についてですが、選挙人名簿の定時登録者数は９月１日の

基準日現在、男子７，４１７人、女子８，０９８人、計１万５，５１５人となり、

前回の６月期準備日より３６人の増となっています。  

       続いて、企画財政課ですが、役場庁舎耐震非常用電源設置工事や多目的グラン

ド整備事業など、大型の補正予算を計上していますが、予算執行に当たっては、

迅速かつ慎重に対応を進めます。  

       第５次総合計画の策定につきましては、総合計画審議会において、基本構想、

基本計画の素案を審議していただいており、素案が固まりましたらパブリックコ

メントを実施していきます。  

       続いて、税務課であります。平成２６年度固定資産評価台帳の縦覧を４月１日

から６月３０日で行い、縦覧閲覧件数は、法人１８件、個人７０件、計８８件あ

りました。  

       なお、評価額に対する異議申し出はございませんでした。  

       また、滞納整理対策委員会では、債権管理条例に基づき、税、使用料等の債権

管理台帳を作成し、情報の共有化を図るとともに、２６年度徴収計画に基づき、

関係課と連携しながら徴収に取り組んでまいります。  

       地域振興課ですが、第４１回福崎夏まつりは台風１１号による悪天候のため中

止し、８月１１日に花火の打ち上げのみ実施しました。福崎東中学校では、例年
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と違って静かな雰囲気の中で花火をゆっくりと鑑賞でき、多くの皆さんに夏の夜

の癒しのひとときを楽しんでいただきました。町内の事業所を始め、協賛金をい

ただきました多くの方々には、この場をおかりして感謝を申し上げます。  

       株式会社もちむぎ食品センターは、７月から新しい常勤取締役として専務を配

置し、株式会社もちむぎ食品センター経営検討委員会から提言を受けた経営改革

に関する方針も踏まえて、経営改革に取り組んでいます。  

       また、８月からはもちむぎ精麦も制限なく出荷しており、株式会社として特産

もち麦を生かした町の活性化に寄与するとともに、健全な利益追求を図るよう、

求めてまいります。  

       住民生活課では、兵庫県消防操法大会については、８月３日、三木市の兵庫県

立広域防災センターにおいて実施されました。中播磨地区代表の庄分団が、小型

動力ポンプの部で県大会４連覇という偉業をなし遂げました。庄分団は１１月８

日、東京臨海広域防災公園で開催されます、第２４回全国消防操法大会に、兵庫

県の代表として出場します。全国大会でも２連覇を期待しているところでありま

す。 

       平成２６年度交通安全モデル地区について、今年度の交通安全モデル地区に東

大貫自治会を指定し、７月２７日に東大貫区の天満神社で交通安全祈願祭、８月

２３日に交通教室を実施しました。当面の行事予定については、秋の全国交通安

全運動が９月２１日から９月３０日までの予定で実施されます。  

       健康福祉課では、９月は老人福祉月間で、各集落において数々の敬老行事を行

っていただいています。町でも、２日に最高齢者宅を訪問し、祝福をさせていた

だきました。３日には、文化センターで老人芸能慰安会を開催し、歌謡ショー、

漫才、浪曲でお楽しみいただきました。  

       予防接種事業では、平成２６年１０月から幼児の水痘ワクチンと高齢者の肺炎

球菌ワクチンが定期予防接種に追加されました。対象者には個別に通知し勧奨し

ます。また、今議会に補正予算を計上しております。  

       食育の推進については、食育サンバの作曲、ダンスのふりつけを行っています。

１１月の福崎秋まつりには、食育推進月間事業として、サンバの歌とダンスを披

露し、食育の啓発を行い、また、昨年に続き、ふるさと味自慢、ひみつのごちそ

う村などを実施します。  

       農林振興課からでは、平成２６年度産米の生産数量の作付面積の配分について、

福崎町は約３５８ヘクタールでしたが、農会長さんや農家の皆さんのご理解とご

協力により、目標達成いたしました。  

       ７月１３日執行の農業委員会選挙は、７月８日に立候補の受付を行った結果、

定数の届け出であったため、無投票となりました。任期は３年であります。  

       兵庫県では、荒廃が進む里山を災害から守るため、里山防災林整備事業を西大

貫、東大貫地区及び西谷地区で進めています。また、人と動物とのすみ分けを図

り、山林の見通しをよくする野生動物育成林整備事業を加治谷地区及び田口地区

で進めています。  

       まちづくり課からは、福崎駅周辺整備に着手しました。駅利用者の利便性向上

と駅へのアクセス強化を目的として、駅前広場、アクセス道路、駐車場、観光交

流センターなどの整備を５カ年計画で進めていきます。現在、用地測量、物件調

査を実施しています。関係機関との調整や地域住民の理解を求めながら、事業を

推進してまいります。  

       長野橋は国道３１２号を補完する幹線道路、町道西治長野線の要として、また、

小・中学生の通学路として特に重要な役割を担っており、歩行者の安全性の向上
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を目指して、橋側歩道橋整備を進めています。現在、上部溝設置工事に着手をし、

平成２７年３月末供用開始の予定で進めてまいります。  

       上下水道課からは、工業団地の上下水道については、７月１４日に企業会館に

おいて工事説明会を行い、本工事に着手しています。  

       また、川端雨水幹線（第２工区）は、契約に関する議会の議決を得た後に、速

やかに工事の着手ができるよう進めてまいります。  

       福田水源地及び山崎配水池の整備事業につきましては、ほぼ予定どおり進んで

います。井ノ口水管橋の歩廊塗装の工事にも着手いたします。  

       学校教育課からは、本町４例目の最後の幼保一体化施設として、（仮称）高岡

幼児園の建設工事に取りかかりました。田原小学校体育館建設に向けて、実施設

計を進めています。また、小・中学校体育館の非構造部材の耐震化に向けた実施

設計も進めてまいります。  

       平成２７年度から本格スタートする予定の子ども・子育て支援新制度の実施に

向け、子ども・子育て支援事業計画の策定を進めています。  

       運動会についてでありますが、中学校の体育大会は９月１４日（日）に、保育

所、幼稚園を含む小学校の運動会は９月２１日（日）に行います。  

       児童・生徒の活躍についてでありますが、高岡小学校１年生の小西良空君が、

第１４回全日本少年少女空手道選手権大会へ出場し、第３位に入賞しました。        

福崎小学校６年生の常陰司竜君が、第２３回日整全国少年柔道大会に出場します。        

福崎西中学校３年生の吉田弘道君が、平成２６年度全国中学校体育大会に出場し

ました。福崎東中学校出身で須磨学園高校１年生の佐伯勇武君が、平成２６年度

全国高等学校総合体育大会へ出場しました。福崎東中学校出身で花園高校３年生

の石山歩君が、平成２６年度全国高等学校総合体育大会へ出場し、男子砲丸投げ

と男子円盤投げで優勝し、２冠を達成しました。  

       社会教育課からは、福崎町子ども会球技大会が７月１２日に福崎小学校で開催

されました。猛暑の中、熱戦が繰り広げられ、ソフトボールは大門子ども会が優

勝、西治・西谷子ども会が準優勝に、また、バレーボールは山崎子ども会が優勝、

馬田子ども会が準優勝に輝きました。これらの４チームは８月２日に行われた神

崎郡大会に出場し、ソフトボールで大門子ども会が優勝、西治・西谷子ども会が

準優勝の栄冠を手にしました。  

       第３５回山桃忌を８月２日、３日に開催しました。ことしは、柳田國男とアジ

アをテーマに、国際色豊かな山桃忌となりました。また、今年度から新たに取り

組んだ柳田國男検定も、予想を上回る応募があり、多くの人に柳田國男を学んで

いただく機会を提供できました。  

       自治会ソフトボール大会は、８月１８日から５日間の熱戦が繰り広げられ、優

勝は山崎自治会、準優勝は辻川自治会で幕を閉じました。  

       図書館では、恒例の行事となりましたキャンドルナイトを９月１９日の夕暮れ

から開催いたします。  

       以上で、行政報告を終わらせていただきます。  

議    長  次は、議案の上程及び議案説明であります。  

       これより、報告第１６号、第２５期株式会社もちむぎ食品センター決算報告に

ついてから、請願第２号、手話言語法制定を求める意見書の提出についてまでの

２４件を議題といたします。  

       これから、上程議案に対する町長の提案内容の説明を求めてまいります。  

町    長  第４５７回福崎町議会定例会にご出席をいただきまして、ありがとうございま

す。 
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       ことしは雨が多く、福崎町では夏まつりを中止し、花火の打ち上げのみとなり

ました。台風や低気圧の停滞で全国的に大きな被害をもたらしました。これまで

に経験したことのない気象状況が発生し、減災・防災の一層強化した取り組みに

迫られているわけでございます。  

       この雨で多くの方々がお亡くなりになり、たくさんの被災が出ているわけであ

りますけれども、お亡くなりました方については、哀悼の意をささげ、被災を受

けられた皆様方には、心からお見舞いを申し上げたいと思っております。  

       さて、うれしいニュースもありました。一つは、庄消防団が兵庫県代表として

全国大会に駒を進めるというものでございます。２連覇を目指して、全力を挙げ

て今練習に取り組んでおります。皆様方の大きな応援もお願いをしたいと、この

ように思っております。  

       二つ目は、２月に設置をいたしました辻川山麓の河童が大きな人気を博しまし

て、新聞はもとより全国のテレビ局にも注目を浴びておりまして、観光客は夏休

み大変多く参加していただきました。これもうれしいニュースでありました。  

       そして、遠野市との友好都市宣言も成立する、このような内容もございました。  

       さて、６月定例議会後、経済的にも政治的にも大きな変化がありました。三つ

の問題で考えてみたいと考えております。  

       一つは、消費税３％アップによる経済の動きであります。１月～３月にかけて、

消費税アップに対応する駆け込み需要で消費活動は活発に展開をいたしました。

４月～６月にかけては、その反動として落ち込みが想定されていました。８月１

３日には内閣府発表でＧＤＰ１．７％減でありました。このペースが１年間続く

と仮定した年率換算で６．８％のマイナスと発表をされたわけであります。この

数値を想定内と見る人と、前回の１９９７年同期のマイナス３．５％と比較して

も大きいと指摘する意見もあります。いずれにしても、経済は下部構造でありま

して、人々の考え方、私たちの暮らしに大きく影響をいたします。７月から９月

にかけての内閣府の発表が気になるところであります。  

       また、８月２９日に発表されました総務省の家計調査によれば、７月の消費支

出は実質で５．９％の減少、４月から４カ月間連続の落ち込みで、天候不順もあ

り、６月に比べても下落幅が拡大しています。アベノミクスの３本目の矢がそん

なに効果を上げていないようであります。  

       消費税の引き上げ分は、社会保障や社会福祉に割り当てるとされていましたが、

年金は下がり、医療費の窓口支払いは１割から２割に引き上げられる部分もある

など、むしろ後退している分野も目立っています。  

       他方で、法人税の引き下げを約束するなど、税制によってますます貧富の拡大

が心配されようとしているわけであります。さらに１０％への引き上げが検討さ

れていますが、できれば取りやめにしてほしいと思っています。  

       政治での大きな動きは７月１日の集団的自衛権を認める閣議決定であります。

これによって、日本が再び戦争への道を歩む方向にかじを切った、このように思

われます。戦争体験を持つ者としてはまことに残念でなりません。これからは戦

争に巻き込まれないよう努力していかなければならないと思っております。  

       三つ目は、人口減少に対する対策であります。国立社会保障・人口問題研究所

が公表した、日本の将来推計人口によりますと、平成３８年には１億２，０００

万人を下回り、平成６０年度には１億人を下回ると推計をされているわけであり

ます。  

       その対策として十数年前には、市町村合併が提唱をされました。合併しなけれ

ば少子高齢化対策のバスに乗りおくれると言われ、合併が進められ、自治体規模
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は大規模化し、その数は半減近くになりました。それでは、少子高齢化対策が前

進したかといえば、かえって逆ではなかったかと思える現象も進んでいます。役

場がなくなったり、縮小され、役場のあった地域は急速にさびれています。子育

て施設や学校の統廃合が進み、子どもの声が消えて寂しくなっております。市町

村合併があって、かえって人口問題の解決が注目されるようになったようにさえ

思えます。地方自治体の崩壊や消滅など、厳しい言葉が使われるようになりまし

た。 

       その原因の一つに東京一極集中や、名古屋、大阪への都市集中を指摘する声も

あり、人口分布を地方に分散させる対策が検討されています。大都市集中の緩和

策が計画され、地方中枢拠点都市構想が出されています。今、姫路市がこの構想

のモデル事業に参加され、播磨全域で取り組んでいこうとしています。 

       私はこの事業に何が何でも反対するという立場ではありませんが、自治体合併

後、十数年が経過しようとしておりますけれども、この取り組みについて、国が

しっかりとした検証を行って、成果と反省を発表していないように思えますので、

取り組みは慎重でなければならないと思っているわけであります。  

       次に事業に取り組むことを、いろいろと私は一定の心配もしておりますし、ど

うした検証がしっかりとやられることが大事であります。事業取り組みに当たっ

ては、しっかりとした趣旨説明と情報の公開が不可欠と考えております。その上

で各自治体や地域の現状分析が綿密に進められなければなりませんし、事業は進

んだけれども、地域のにぎわいは寂れ、過疎化が加速されるようなことがあって

はならないと考えているわけであります。  

       今、福崎町の第５次総合計画が審議されており、今議会には平成２５年度の会

計決算を提案いたしております。議会の審議を通しまして、さまざまな角度から

検討をされることを願っているわけであります。  

       これから、提出議案の概要について説明をしてまいりたいと思います。  

       報告では第２５期株式会社もちむぎ食品センター決算報告についてなど３件で

す。議案は合計２０件で、人事案件として、人権擁護委員の推薦についてなど２

件であります。決算議案は、平成２５年度福崎町一般会計歳入歳出決算認定につ

いてなど８件であります。このたび、監査委員からの意見をつけて、議会の認定

を求めるものであります。条例案件は、福崎町特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定についてなど４件、予算案件

は、平成２６年度福崎町一般会計補正予算（第２号）についてです。既定の総額

にそれぞれ１億９，１００万円を追加し、歳入歳出総額を８６億２，８６０万円

とするものです。  

       その他案件は、損害賠償請求事件に係る和解についてなど５件であります。  

       詳細な説明につきましては、副町長、会計管理者及び担当課長が行いますので、

よろしくお願い申し上げます。  

議    長  ただいま町長から上程議案に対する概要の説明が終わりました。  

       これから議案番号順に、詳細なる説明を求めてまいりますが、関連する議案は

複数で説明を求める場合もございますので、あらかじめご承知をお願いいたしま

す。 

 

日程第４ 報告第１６号  第２５期株式会社もちむぎ食品センター決算報告について  

 

議    長  報告第１６号、第２５期株式会社もちむぎ食品センター決算報告についてを議

題といたします。  
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       本案に対する詳細なる説明を求めます。  

地域振興課長  報告第１６号、第２５期株式会社もちむぎ食品センター決算報告について、ご

説明申し上げます。  

       株式会社もちむぎ食品センターは、本町が２分の１以上を出資している法人で

あることから、地方自治法第２４３条の３第２項の規定によりまして、その決算

及び事業計画について、報告をさせていただくものでございます。  

       まず、１ページ、２ページの事業報告書で概要を申し上げます。  

       第２５期は９月から３月までの７カ月決算でありますが、これは新地方公会計

制度において、第三セクターである株式会社もちむぎ食品センターも連結決算の

対象となっていることから、地方公共団体の３月決算に合わせるために、期間を

調整したものでございます。  

       今期は、昨年４月にＮＨＫテレビの全国放送でもち麦が特集された反響によっ

て、もちむぎ精麦が在庫不足の状態となり、もちむぎ精麦の出荷を制限せざるを

得なかったことや、７カ月の決算期に一番売上の多い中元時期が含まれなかった

ことが影響しまして、営業利益は約３５０万円の赤字となりました。  

       そのような中、町においては中小企業診断士等から組織された委員会によって、

当社の経営状況の評価、経営改革に関する方針が検討され、株式会社もちむぎ食

品センターの経営計画に関する方針が提言されました。  

       町からの無利子借入の返済については、提言にあるシミュレーションも考慮し

た変更契約を行い、１００万円を返済いたしました。  

       今期の総売上高は８，０６３万２，１８５円で、実施計画の８，１５０万円に

対しては、８６万７，８１５円の減、部門別ではレストラン及び売店の売上が目

標を下回っております。  

       部門別では、販売店は売上高２，８０４万１，４７６円で、目標比１１０．８

４％、目標に対して２７４万１，４７６円の増で、主力商品のもちむぎ麺中心の

販売や町外の学校給食にもちむぎ麺が採用されたことが、売上増につながりまし

た。 

       売店は２，０５０万２，３９９円で、目標比８８．７５％、目標に対し、２５

９万７，６０１円の減となりました。１月から２月にかけて、前期にはあったバ

スツアーがなくなったことに加えて、通常販売も減少したことが、売上の減少の

原因でございます。  

       通信販売では１，０２３万３，１９５円で、目標比１０６．６％、目標に対し

て６３万３，１９５円の増となりました。  

       レストランは２，１８５万５，１１５円で、目標比９３％、目標に対しては１

６４万４，８８５円の減ということで、来客人数の減少や、ディナーショー等を

行わなかったことから、売上が減少しております。  

       麺製造部門では、麺工場内装の塗装修繕が実施されまして、食品製造工場とし

ての衛生面及び来館者の製造工程見学の面で大幅に改善されました。  

       以上が、事業報告の概要でございます。  

       次に、決算報告をいたします。  

       損益計算書から説明をさせていただきますので、６ページをお開き願います。  

       売上高は８，０６３万２，１８５円、売上原価は期首棚卸高、商品仕入高、当

期製品製造原価の合計から、期末棚卸高を差し引いた６，７３０万１，０８６円

で、差引売上総利益は１，３３３万１，０９９円となりました。  

       一方、販売費及び一般管理費は、広告宣伝費から給与や販売手数料などで合計

１，６８５万４，９４１円、営業利益としまして、３５２万３，８４２円のマイ
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ナスとなりました。  

       次の７ページは営業外損益の部でございます。  

       営業外収益は普通預金などの受取利息、雑収入として町からの補助金など、合

計で５４万４，６１３円、経常利益は２９７万９，２２９円のマイナスとなりま

した。  

       特別利益は再建計画に基づきます経営責任者としての役員拠出金１０万円であ

りまして、法人税等充当金と差し引いた当期利益は２９８万７，１３３円のマイ

ナス。当期未処理損失は１億６７３万４，２２２円となりました。  

       次に、８ページをお開きください。  

       製造原価報告書でございます。材料費は合計で１，４８０万５７８円、労務費

はレストラン、売店、麺工場、配送等に係る人件費で、２，３４１万３，６６２

円、外注加工費は素麺、即席麺、カステラ、冷凍麺などに係るもので、１，４９

２万４，６９４円、製造経費は水道光熱費や宅配便運賃、商品仕入代などで１，

３７８万９，８５９円、総製造費用並びに当期製品製造原価は６，６９２万８，

７９３円となりました。  

       ９ページは損失金処理計算書でございます。  

       当期未処理損失１億６７３万４，２２２円に対しまして、補填すべき積立金等

ございませんので、その全額が次期繰越損失となりました。  

       次に、４ページにお戻りください。  

       貸借対照表でございます。  

       まず資産の部、流動資産は現金及び預金から仮払消費税まで合わせまして、４，

８８１万４，０３６円、固定資産は有形固定資産、それから電話加入権、金融機

関への出資金で２９７万８３１円、資産の部合計は５，１７８万４，８６７円で、

前期と比較いたしますと、１３５万円の減少となっておりまして、その内訳では

現金及び預金が４１６万円減少、製品は中元に向けてつくり置いた乾麺や素麺な

どで７７３万増加となっております。  

       ５ページをお開きください。  

       負債の部では流動負債が買掛金から法人税等充当金までの１，５５１万９，０

８９円、固定負債は町からの借入金１億１，３００万円で、負債の部合計は１億

２，８５１万９，０８９円であります。  

       資本の部は資本金が３，０００万円、利益剰余金は当期未処理損失が１億６７

３万４，２２２円でありますので、資本の部合計では７，６７３万４，２２２円

のマイナス、負債及び資本の部合計は５，１７８万４，８６７円という状況でご

ざいます。  

       なお、監査報告書につきましては、１０ページから１３ページに添付しており

ますので、これは後ほどごらんいただければと思います。  

       次に、第２６期の売上高でございます。実施計画でございますけれども、１５

ページをお開きください。  

       第２６期売上高は１億５，５００万円を計上しております。これは２５期の７

カ月間と同様でありますが、株式会社もちむぎ食品センターの経営改革に関する

方針におけるキャッシュフローシミュレーションに用いられました年間売上高、

これを目標としたものでございまして、この目標を達成するために、経営改善項

目の取り組み、また、さらなる経費節減等を検討していくこととしております。  

       また、２６年産もち麦も順次出荷できる状況となっておりますので、精麦の販

売強化も図りながら収益の確保を図っていきたいということでございます。  

       なお、決算に係ります詳細資料につきましては、議会事務局に備えつけており
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ますので、ご参照いただければと思います。  

       以上、報告第１６号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。  

 

日程第 ５ 報告第１７号  平成２５年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について  

 

議    長  日程第５、報告第１７号、平成２５年度健全化判断比率及び資金不足比率の報

告についてを議題といたします。  

       本案に対する詳細なる説明を求めます。  

企画財政課長  報告第１７号について、ご説明申し上げます。  

       この報告は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、平成２

５年度決算に基づく、健全化判断比率及び資金不足比率を監査委員の意見を附し

て、９月議会に報告させていただくものです。  

       意見書につきましては、議案書に添付しておりますので、ご参照願います。  

       それでは、議案の２ページ目をお開きください。  

       まず、健全化判断比率では、実質赤字比率、連結実質赤字比率につきましては、

各会計において赤字額は発生しておりませんので、該当いたしません。  

       実質公債費比率は１１．７％、将来負担比率は１２１．５％であります。それ

ぞれの指標における早期健全化基準並びに財政再生基準につきましては、表にお

示しをしているとおりでございます。  

       報告第１７号資料に算定内訳等を添付しておりますので、資料に沿って補足説

明をさせていただきます。  

       まず、報告第１７号資料２ページをお開き願います。  

       実質赤字比率は左上の一般会計等が対象でありまして、実質収支額を標準財政

規模で除した、マイナス３．５５％となります。実質収支が黒字の場合はマイナ

ス表示となります。  

       次に、連結実質赤字比率は、一般会計等に全ての特別会計を加えたものが対象

でありまして、右下になりますが、全会計における実質収支及び資金剰余額を標

準財政規模で除した、マイナス１８．６６％となります。  

       実質公債費比率につきましては、算定資料の４ページをお開き願います。  

       実質公債費比率の対象となる公債費等は、①の元利償還金の額から、⑦の一時

借入金の利子に該当するもので、⑧の特定財源から、⑭の密度補正の準元利償還

金につきましては、特定財源や普通交付税算入分など、公債費等から除外する要

因となる項目であります。  

       算定結果は中段の右寄りになりますが、平成２５年度単年比較では１１．８

９％と前年に比較して０．３８％悪化しております。３年平均では１１．７％で、

前年度と比較して０．４％改善をしております。  

       改善をした要因としましては、対象となる公債費は公共下水道の繰出が増加し

ましたが、その対象公債費から控除される交付税算入額も増加いたしました。さ

らに、分母となる標準財政規模が大きくなったことによるものでございます。  

       四つ目の指標、将来負担比率につきましては、資料５ページをお開きください。  

       対象となる将来負担額は、上段に記載をしております一般会計等の地方債現在

高から退職手当負担見込額までの各項目で、総額は、下段の算定中Ａ欄、１８９

億６，６３６万１，０００円です。この将来負担額に対する充当可能財源等は中

段でお示ししておりますとおりで、合計は下段のＢ欄、１３７億４，５４３万４，

０００円、差し引き実質負担額は５２億２，０９２万７，０００円となります。

これを標準財政規模から普通交付税に算入された公債費等を控除した４２億９，
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６５６万８，０００円で除したものが、将来負担比率で、１２１．５％となりま

す。前年度は１３２％でありましたので、１０．５％改善をしております。改善

の要因につきましては、公共下水道事業における地方債の償還のための一般会計

からの繰入である準元利償還金はふえました。そのため、公営企業等の繰入見込

み額は増加いたしましたが、一般会計での退職手当負担見込額の減少により、将

来負担額は４億４，３０４万４，０００円の増にとどまりました。一方で、財政

調整基金２億４，７９０万円を積み立てたことで、充当可能基金が増加したこと

や、基準財政需要額参入見込み額の増により、充当可能財源が増加したことが主

な要因となります。  

       最後に、公営企業会計における資金不足比率等につきましては、資料６ページ

をお開き願います。資金不足額、剰余額につきましては、６ページの右から四つ

目の（８）の列になりますが、法適用企業会計の水道事業及び工業用水道事業は、

流動資産から流動負債を控除したものが資金剰余額ですが、いずれの会計も資金

収支は黒字であり、資金不足は発生をしておりません。法非適用企業は、公共下

水道事業及び農業集落排水事業でありますが、いずれの会計も収入の不足額は一

般会計から繰り出しをいたしますので、資金不足額は発生しておりません。  

       以上が、各指標の概要でございます。よろしくお願い申し上げます。  

 

日程第 ６ 報告第１８号  議会の委任による専決処分の報告について（西光寺地区下水道舗  

             装本復旧工事（その２））  

 

議    長  日程第６、報告第１８号、議会の委任による専決処分の報告（西光寺地区下水

道舗装本復旧工事（その２））についてを議題といたします。  

       本案に対する詳細なる説明を求めます。  

上下水道課長  報告第１８号、議会の委任による専決処分について、地方自治法第１８０条第

２項の規定により報告をさせていただきます。  

       この報告は、西光寺地区下水道舗装本復旧工事（その２）について、設計図書

と現場の相違により、工事内容の一部を変更し、請負者、宗和建設株式会社と６

月２６日付で工事請負変更契約を締結したことによるものです。  

       工事請負額は現契約額６，０５８万８，０００円に、９５万１，４８０円を増

額し、変更後の請負金額を６，１５３万９，４８０円としたものです。  

       詳細につきましては、資料によりご説明をさせていただきます。報告第１８号

資料をごらんください。  

       資料の中で平面図と、右下に変更した工事概要をお示しをしております。  

       主な内容は、舗装面積が８２５平方メートル減の２万３，８９５平方メートル

となり、約９０万円の減、アスファルト舗装厚の増等により、２１９立米増の１，

４５４立米となり、約６８万円の増、また、それらに伴う補充用の砕石が２７０

立米増の３００立米となり、約４５万円の増、また、区画変更が２８４メートル

増で、３，７８６メートルとなり、約８万円の増、公共ますの１基追加で、約７

万円の増、交通誘導員が村の中の生活道路の誘導等に５９人増の２７９人となり、

約５０万円の増となりました。  

       以上で、報告第１８号の説明とさせていただきます。  

 

 日程第 ７  議案第４６号  人権擁護委員の推薦について  

 日程第 ８  議案第４７号  教育委員会委員の任命について  
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議    長  日程第７、議案第４６号、人権擁護委員の推薦について、及び日程第８、議案

第４７号、教育委員会委員の任命についてを一括議題といたします。  

       両議案に対する詳細なる説明を求めます。  

副 町 長 議案第４６号、議案第４７号について、ご説明申し上げます。  

       議案第４６号につきましては、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、

議会の意見を求めるものであります。  

       人権擁護委員は、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見

高く、広く社会の秩序に通じ、人権擁護について理解のあるものの中から、町議

会の意見を聞いて、町長が法務大臣に対し、候補者を推薦しなければならないと

規定されています。なお、委員の任期は３年となっています。  

       今回、委員３名のうち１名が、平成２６年１２月３１日付で任期満了となるこ

とから、現委員の玉置明美さんを再推薦するものであります。  

       それでは、議案第４６号の玉置明美さんの推薦について、経歴書に基づきご説

明申し上げます。  

       住所は福崎町八千種２００番地、氏名、玉置明美、生年月日は昭和２６年５月

３０日、現在６３歳であります。昭和４９年３月に神戸大学教育学部を卒業され、

職歴といたしましては、同年４月に兵庫県公立学校教員に採用、兵庫県姫路市立

山田小学校に配属、その後、姫路市立野里小学校、水上小学校、砥堀小学校、増

位小学校に配属され、平成１７年３月に退職されました。平成２４年１月に人権

擁護委員に就任され、現在１期目となっておられます。  

       以上、玉置さんは人権擁護委員として、同法第２条に掲げる使命の遂行にふさ

わしく、人格識見とも高く、広く社会の実情に精通された立派な方で、必ず使命

を全うしていただけるものと確信し、推薦するものであります。  

       なお、議案第４６号資料に、玉置さんの人権擁護委員としての抱負等をお示し

しておりますので、ご参照ください。  

       続きまして、議案第４７号について、ご説明申し上げます。  

       教育委員の任命は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の

規定により町長が議会の同意を得て行います。  

       教育委員会は５名の教育委員で組織されており、教育に関する事務の管理・執

行を行います。委員の任期は４年であります。  

       現教育委員の大塚祥子氏が平成２６年９月３０日で任期満了となり退任されま

す。後任として、谷口喜久美さんを任命したいので、議会の同意をお願いするも

のであります。  

       お手元の経歴書をごらんください。  

       谷口喜久美さんは、昭和２８年１１月２２日生まれの６０歳であります。住所

は福崎町南田原２９５７番地１、昭和５１年３月に武庫川女子大学を卒業されて

います。谷口喜久美さんは、長年にわたり音楽活動やボランティア活動に熱心に

取り組まれ、誠実で人望も厚く、教育委員として適任であり、福崎町の教育行政

の推進、向上に取り組んでいただけるものと確信しています。  

       審議の参考にしていただくため、議案第４７号資料に「私の抱負」をお示しし

ていますので、ご参照ください。  

       議案第４６号、第４７号とご審議を賜り、ご賛同を得ますよう、よろしくお願

いをいたします。  

議    長  議案説明の途中ですが、しばらく休憩をいたします。  

       再開時刻を１０時４５分といたします。  

◇ 
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休憩 午前１０時２７分 

再開 午前１０時４５分 

◇ 

議    長  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  

 

日程第 ９ 議案第４８号  平成２５年度福崎町一般会計歳入歳出決算認定について  

日程第１０ 議案第４９号  平成２５年度福崎町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定  

             について  

日程第１１ 議案第５０号  平成２５年度福崎町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認  

             定について  

日程第１２ 議案第５１号  平成２５年度福崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ  

             いて  

日程第１３ 議案第５２号  平成２５年度福崎町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定  

             について  

日程第１４ 議案第５３号  平成２５年度福崎町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定に  

             ついて  

 

議    長  日程第９、議案第４８号平成２５年度福崎町一般会計歳入歳出決算認定につい

てから、日程第１４、議案第５３号、平成２５年度福崎町公共下水道事業特別会

計歳入歳出決算認定についてまでの計６件を一括議題といたします。  

       各議案に対する詳細なる説明を求めます。  

会 計 管 理 者 議案第４８号から議案第５３号までの６議案について、決算書及び議案説明

資料により、詳細説明をいたします。  

       まず、議案第４８号は地方自治法第２３３条第３項の規定により、一般会計歳

入歳出決算について、別紙監査委員の意見をつけて、議会の認定に付するもので

ございます。  

       決算書一般会計２４２ページをお開きください。  

       ２４２ページは実質収支に関する調書です。歳入総額７５億２，２５７万５，

２８０円、歳出総額７３億３，６９０万７，２６９円、差引額１億８，５６６万

８，０１１円のうち、翌年度へ繰り越すべき財源は、繰越明許費繰越額３９９万

４，０００円で、実質収支額は１億８，１６７万４，０１１円となり、２６年度

へ繰り越します。なお、実質単年度収支は、２億６，２７２万９，４７３円で、

５年連続の黒字となりました。  

       ２４３ページから２４９ページは、財産に関する調書で、公有財産、物品、基

金及び債権の保有内容をお示ししておりますので、お目通しをお願いします。な

お、基金の状況につきましては、後ほど説明をさせていただきます。  

       続いて、決算の概要を説明いたします。  

       議案第４８号資料の１ページをお開きください。  

       平成２５年度一般会計の決算概要について、この説明書により割愛しながら朗

読説明させていただきます。  

       歳入総額は７５億２，２５７万５，２８０円で、対前年度比３．４％の増とな

りました。内訳は１款、町税から、下から７行目の２１款、町債、８億８，５４

２万円まででございます。  

       主な増減内容につきましては、歳入総額の４０．９％を占める町税は、地域経

済には景気回復がいまだ十分に浸透しない感があり、前年度と比較し、現年度個

人町民税所得割は０．７％の減、法人町民税は大口法人の大幅な減収により、５．
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６％の減、町たばこ税は県からの税源移譲により１３．６％の増となりましたが、

町税全体では０．２％の減となりました。  

       ２ページの利子割交付金は７．１％の減、配当割交付金は７７．９％の増、株

式等譲渡所得割交付金は１，１４７．７％の増、地方交付税は下水道事業の進捗

に伴う下水道費等の増により、基準財政需要額が増加し、また、神戸医療福祉大

学の固定資産税還付分６，８０１万３，０００円が過誤調整されたことなどによ

り、普通交付税、特別交付税合わせて５．５％の増となりました。  

       分担金及び負担金は、農業費受益者分担金、老人ホーム措置費負担金の減によ

り、４．５％の減、使用料及び手数料はくみ取り券販売手数料を歳入歳出外現金

扱いから一般会計歳入へ会計処理を変更したことにより、１．０％の増、国庫支

出金は地域の元気交付金、社会資本総合整備交付金が増加し、１７．４％の増、

県支出金は八千種幼児園木造公共施設等整備事業補助金や地域子育て支援拠点事

業補助金、辻川界隈整備に伴う地域の夢推進事業補助金は増となりましたが、農

地・農業用施設災害復旧費の減や、妊婦健康診査費、予防接種費が一般財源化さ

れたことによって、１１．２％の減、財産収入は土地売り払い収入の増により、

２３４．２％の増、寄附金はふるさと応援寄附金の増により、６６．４％の増、

繰入金は農業活性化基金繰入金、福祉基金繰入金の減により、７．５％の減、町

債は、災害復旧債、教育債は減となりましたが、臨時財政対策債、八千種幼児園

建設事業や防災救急デジタル無線負担金事業の増により、２１．２％の増となり

ました。一般会計歳入全体では、３．４％の増となっております。  

       次に、３ページをお開きください。  

       歳出についてでございますが、歳出総額は７３億３，６９０万７，２６９円、

不用額は１億６，４６９万２，７３１円となりました。  

       議会費では、定例会４回、臨時会２回が招集され、議案９４件、報告１２件、

請願１件、意見書１件、発議１件について、慎重に審議し、議会の権能と責任を

果たしました。  

       本会議を初め、閉会中も所管事務調査や先進地視察を実施しました。地方分権

時代に対応した議会の活性化を図るため、福崎町議会基本条例を制定しました。  

       また、福崎町自治基本条例が提案されたことを受け、自治基本条例審査特別委

員会を設置し、審議しました。  

       福崎駅周辺整備については、福崎駅周辺整備対策特別委員会を設置し、調査研

究を進めています。  

       議会だよりの発行を初め、本会議録画映像のインターネット配信など、開かれ

た議会を目指し、取り組みを実施しました。  

       総務費の一般管理費では、平成２５年度新規事業で、自律（立）の心を育て、

参画と協働のまちづくりを推進し、自治会単位の住民参加のまちづくりを推進す

る、自律（立）のまちづくり交付金事業に取り組みました。３３自治会のうち３

１自治会が防災活動や緑化活動などの自由事業に取り組み、参画と協働のまちづ

くりが推進できました。まつり運営事業につきましては、第４０回福崎夏まつり、

福崎秋まつり、第７回辻広場まつりを開催し、町内外から多数の参加者を迎え、

住民参加による参画と協働のまつりとなり、世代間、地域間の交流機会の拡大を

図ることができました。  

女性委員会を４回開催し、町の主要な施策について情報発信を行いました。

会議の進め方にワークショップ方式を採用することによって、活発な意見、提

言を得ることができました。  

       文書広報費では、広報ふくさきの発行や、テレビ、ラジオなどの地域情報番組
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を活用し、町内外に情報を発信しました。  

       財産管理費では、庁舎管理を初め、町有地の草刈りや防犯灯の修繕、町民第２

グランドなどの土地所有権整理業務を完了しました。なお、庁舎耐震改修工事に

ついては、全額を平成２６年度に繰り越しました。県営ほ場整備事業の河川用地

費仮清算金を西治地区に、（仮称）文化ゾーン東側駐車場用地取得に要する事務

費及び利息を兵庫県町土地開発公社に支払いました。  

       ４ページの基金積立金は財政調整基金２億４，７９０万円、ふるさと応援寄附

基金５４２万６，１５２円、浄化センター環境整備基金１１万３，０００円、地

域の元気臨時交付金基金８，６７５万３，０００円などを積み立てました。  

       企画費では、第５次総合計画を策定するため、住民アンケートの実施、まちづ

くり委員会、総合計画審議会を設置し、策定業務を推進しました。  

       情報管理費では、町公式ホームページのリニューアル、クラウド型メールサー

ビスの利用開始、回線サービスの切りかえ、人事給与システムの改修などを行い

ました。  

       交通対策費では、町内小・中学校からの通学路危険箇所改善要望に基づき、標

識、啓発看板、カーブミラーなどを設置し、交通安全対策に努めました。本年度

町内で２件の死亡事故が発生し、交通事故数は、人身事故が１３０件、物損事故

は７５３件でした。  

       徴税費では、税金の口座振替制度を推進し、利用者は４，１０７人となってい

ます。滞納対策として、債権管理条例により、適正な債権の管理に努めています。  

       戸籍住民基本台帳費では、総合窓口としてワンストップサービスや毎週金曜日

の２時間業務延長を行い、住民サービスの向上に努めました。住民基本台帳法改

正により、平成２５年７月８日から外国人住民にも住民票コードが付番され、住

民基本台帳ネットワークによる運用が始まりました。  

       選挙費では、７月２１日に参議院議員通常総選挙及び兵庫県知事選挙を同日執

行し、４月２１日には福崎町議会議員選挙を執行しました。  

       統計調査費では、教育統計、工業統計、住宅・土地統計調査を実施しました。  

       監査委員費では、例月出納検査を１２日、決算審査を５日、定期事務監査を３

日行いました。  

       次に民生費、社会福祉総務費では、民生委員児童委員の活動補助、戦没者慰霊

塔の管理、社会福祉協議会の活動補助や事務委託、巡回バスの運行委託などを行

いました。巡回バスは平成２４年１２月３日から運行再編を行い、定時定路線型

運行と予約型運行で実施しました。社会福祉協議会は、地域福祉推進計画に基づ

き、行政と連携して住民による地域づくりと助け合いの支援に努めました。戦没

者追悼式を遺族会主催により５月２４日に行いました。  

       障害福祉費では、障害者自立支援法により、障害福祉サービス給付を行い、利

用者負担軽減事業を継続し、障がい者の日常生活、社会生活の活動支援や助成を

行いました。また、１８歳未満の身体障がい者を対象とした育成医療給付事業が、

平成２５年４月１日から市町へ事務移譲され、日常生活能力の回復や障がいの進

行を防ぐことを目的に、医療費の給付を行いました。  

       国民年金事務費では、国民年金制度の周知に努め、未加入者、未納者の解消に

取り組みました。  

       老人福祉費では、ひとり暮らし老人、高齢者世帯などが増加する中、要介護状

態にならないよう予防し、自己能力、経験を生かし、生きがいを持って安心して

暮らせるような生活支援を基本に、各事業に取り組みました。町の高齢化率は２

５．５５％です。  
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       ５ページをお開きください。主な事業は、老人クラブへの活動補助金、老人保

護措置事業、中播広域シルバー人材センター運営事業、老人福祉給付事業などで、

人生８０年いきいき住宅助成事業は、１６件の助成を行いました。外出支援サー

ビスを、４４人の方が、延べ１，０３２回通院に利用され、緊急通報システムを

９６人の方が利用されています。  

       地域包括支援センター運営費では、高齢者を初めとする要援護者に対し、必要

なサービスが提供されるよう、総合的な支援を行いました。また、要支援者が要

介護状態にならないよう、介護予防支援計画を作成し、効果的な介護予防サービ

スを提供しました。  

       医療助成費では、老人医療以外の一部負担金については、町単独施策として、

自己負担なしの医療費無料を継続しました。平成２５年４月から、母子保健法に

基づく事務が市町へ移譲され、出生時の体重が２，０００グラム以下の未熟児養

育医療に対し、保険適用後の自己負担額等について、助成を行いました。  

       社会福祉施設費では、入所者が生きがいのある生活が送れるよう、心身の維持

向上と自立に向けた支援を行いました。  

       老人憩いの家文珠荘は、４万６，５４０人の利用があり、指定管理者として、

株式会社輝が施設の運営管理に当たりました。  

       児童福祉総務費では、交通災害遺児並びに障がい児に年金の支給、障がい児及

び母子・父子家庭への就学援助や赤ちゃんの誕生を記念して、赤ちゃん日記、絵

本を贈呈しました。  

       新規事業、子ども・子育て支援事業では、子ども・子育て支援法に基づき、福

崎町子ども・子育て会議を新たに設置し、教育、保育、子育てに関する利用状況

や今後の希望などについてアンケート調査を行い、支援システムの導入について

は、平成２６年度へ繰り越しました。  

       保育所費では、健康と安全を確保し、創意工夫を加えながら、年齢に応じた保

育を実施し、延長保育事業、一時預かり事業、多子世帯の一定基準に該当する第

３子以降の保育料を助成しました。また、サルビア保育園の園舎改築に対し、補

助金を交付しました。  

       子育て支援施設費では、福崎幼児園に子育て支援センターを、文化センターと

田原幼児園内に子育て学習センターを設置し、子育て親子の出会いの場や、地域

のお年寄りとの交流の場など、集いの場の提供を行いました。  

       学童保育費では、旧田原保育所の跡地に町内２カ所目となる福崎東部学童保育

園を開園し、留守家庭の子どもの保護と健全育成に努めました。学童保育園は、

月曜日から土曜日に開設し、西部では延べ４１９人、東部では延べ５５６人が利

用されました。  

       放課後子ども教室事業は、田原小学校では延べ４３９人が、八千種小学校では

延べ２３７人が利用されました。  

       ６ページをお開きください。幼児園建設費では、幼保一体化施設整備として、

本町３例目の八千種幼児園が完成、あわせて八千種幼稚園の改修、八千種幼稚園

南側駐車場の整備を実施しました。また、高岡幼児園用地の購入、造成工事及び

実施設計を行い、平成２６年度建設のための準備を整えました。  

       災害救助費は、平成２５年９月２日の集中豪雨及び１０月１６日の台風２６号

により、床下浸水した家屋の被災者扶助に要した経費です。  

       衛生費の保健衛生総務費は、保健事業協力団体などへの負担金及び補助金、母

子保健事業、食育推進事業、姫路福崎斎苑及び水道事業会計への繰出しに要した

経費です。食育推進事業では、地域、学校、食育関係団体の連携を図りながら事
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業を実施し、住民への普及・啓発活動を展開しました。食育かるたを作成し、遊

びを通して食育への関心を高め、興味を持って食と接するよう促すことができま

した。食育ジャンボかるた大会やふるさと味自慢ひみつのごちそうコーナーの開

催、肥満予防対策の一環として、学童期運動食育教室、フクちゃんサキちゃんク

ラブを神戸医療福祉大学と共催するなど、さまざまな食育事業を展開しました。  

       また、水道事業会計へ水質安全対策や災害対策として、配水池の能力増強のた

めの経費として出資を行いました。  

       予防費では、定期予防接種や任意予防接種事業を実施し、感染予防と住民の健

康増進を図り、また、生活習慣病予防のための特定健康診査や自殺予防対策事業

などに取り組みました。  

       環境衛生費では、環境保全に重点を置き、花苗の配布や生ごみの減量化などの

環境美化事業に取り組みました。  

       公害対策費では、主要河川の水質調査や大気環境測定、自動車騒音測定を実施

しました。農業公害対策事業では、市川流域のカドミウム汚染について、山崎、

八反田両地区で観測調査を行いました。測定結果は、２地点とも基準値以下でし

た。農業用水路の水質につきましては、年２回、町内１８カ所で水質監視を行い、

水質保全・監視に努めました。  

       自然保護費では、自然歩道の補修や案内板等の整備を行い、利用促進を図りま

した。また、住民が自然に触れ親しむことができるよう、第２４回福崎町自然歩

道を歩こう大会を開催し、町内外から１，１６６名の参加がありました。  

       し尿処理費は、し尿くみ取りに要する経費と中播衛生施設事務組合への負担金

で、中播衛生センターへの福崎町投入量は、年間６，３５８キロリトッルで、対

前年度比７．３％の減となりました。  

       コミュニティプラント運営費は、長目地区のし尿と生活排水を処理する施設の

管理運営費に要した経費で、水洗化率は９０．９％となりました。  

       ごみ処理費では、ごみ収集に要する経費とくれさか環境事務組合への負担金で、

４種１１分別の収集を行い、ごみの減量化と資源化に努めました。  

       次に、農林水産業費の農業委員会費では、農地法に基づく農地の許認可など法

令事務や遊休農地などの管理指導を行いました。委員会、総会を１２回開催し、

処理事務は２６９件、農地パトロールを実施し、改善指導を行いました。  

       農業総務費では、農業集落排水事業特別会計への繰出金及び中播農業共済事務

組合負担金を支出しました。  

       農業振興費では、国による農用地の利用効率化とコスト削減が進められ、農地

を集約化、集積化し、農業経営の中心となる担い手の育成や確保を支援する方針

が打ち出されました。５集落に対し、人・農地プランの作成を支援し、農地の集

積化に協力した農地所有者１１人に協力金を、また、青年就労者を支援するとと

もに、中山間地域で農地を維持管理していく３集落の農業活動に対し、支援を行

いました。地域ぐるみで農地や水資源を守る共同活動支援交付金事業に、２１地

区が取り組み、施設の長寿命化を目的とした水路、農道の補修や機能維持を行う、

向上活動支援交付金事業に１５地区が取り組みました。野生動物による農林業被

害の防止対策については、板坂集落が取り組み、野生動物防護柵設置事業により、

平成２５年度は農作物被害面積の届け出はありませんでした。特産品普及促進事

業では、生産者組織や県立大学と連携し、特産品の新メニューの開発など今後の

普及戦略や新しい可能性について研究しました。  

       農業構造改善施設運営費は、春日ふれあい会館と春日キャンプ場の運営経費、

学童農園に要した費用です。  
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       生産調整推進対策費では、農業者戸別所得補償制度にかわり、新しく経営所得

安定対策が実施され、地域の特性を生かした転作物の作付推進を図り、目標面積

に対し１００％の達成率となりました。また、集落営農の法人化に対し、支援育

成を行っております。  

       農地費では、町単独土地改良事業の補助を行い、ストックマネジメント事業、

福崎東部地区では水路・分水ゲート施設を更新し、本事業は完了しました。  

       高岡地区ほ場整備推進事業は、高岡・福田地区を大区画に整備するもので、平

成２９年度事業採択に向け、計画図作成の基礎となる地形図を作成しました。        

新規事業、農村地域力発掘支援事業は、姫ヶ池敷地がかつて銀の馬車道であった

という立地に着目し、地元西光寺地区が整備したポケットパークに対し、補助を

行いました。  

       また、新規事業小水力等再生可能エネルギー導入推進事業にも取り組み、千束

水路の水車に発電機能を付加することにより、有効な電源として活用できるか検

討を行いました。  

       ほ場整備事業では、平成２１年度に着手した県営西治地区ほ場整備事業の負担

金を支出しました。  

       ため池整備事業では、町内６９カ所のため池一斉点検を行うとともに、三谷池、

桜・上池、直谷池のため池耐震診断を行い、耐震整備計画書策定業務については、

平成２６年度へ繰り越しました。  

       農業水利施設保全合理化事業では、姫ヶ池東側護岸に転落防止柵を設置し、施

設管理の安全対策を講じました。  

       国土調査費では、田口地区の山林で地籍調査を実施しました。  

       林業費では、松くい虫航空防除事業、松くい虫立木伐倒事業を実施しました。        

有害鳥獣駆除事業では、積極的な捕獲活動を行い、平成２５年度も引き続きわな

狩猟免許取得費用の補助を行い、人材の確保に努めました。  

       ８ページをお開きください。商工費の商工総務費は、企業誘致と工業団地の調

整池の維持管理に要した費用で、年度末の工業団地の操業状況は、福崎工業団地、

福崎企業団地、福崎町東部工業団地を合わせて、合計４５社が操業し、昨年度末

に比べ３社増加しています。  

       商工業振興費では、福崎町商工会の活動や再建を支援し、商工会はセミナーの

開催や経営力向上対策に取り組みました。継続して、なっ得商品券を発行し、町

内商工業者の活性化を図りました。また、産業活性化緊急支援事業の補助件数は

６３件、中小企業振興資金融資制度の貸付実績は６件でした。  

       観光振興では、福崎町観光協会が観光パンフレットや観光マップを作成、フェ

イスブックにより、福崎町のＰＲに努め、観光客の利便性向上を図りました。        

神前山ハイキング、観桜会の開催、七種山、辻川山などのクリーン作戦、観光案

内板の補修などを行いました。  

       もちむぎのやかた管理事業では、株式会社もちむぎ食品センター経営検討委員

会を設置し、平成２６年１月に経営改革に関する方針が提出されました。２５年

４月にもち麦に含まれる食物繊維が体によいとテレビ放映されたことにより、も

ちむぎ精麦の売れ行きが好調となりました。町の特産品もち麦商品を各種イベン

トに出展することによって、もち麦商品を通して町のＰＲに努めております。  

       消費者行政費では、神崎郡消費生活中核センターでの相談件数は２２６件で、

消費者被害の未然防止と消費生活の知識の普及啓発に努めました。  

       企業会館運営費では、指定管理者の福崎工業団地協議会に運営管理を委託し、

維持管理費用を支出しました。  
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       緊急雇用対策では、雇用の安定を図るための諸施策を実施し、緊急雇用創出事

業は６事業で、採用した新規雇用者は１２人でした。  

       土木費の道路橋梁総務費では、道路台帳の補正作業と用地測量を行いました。  

       道路改修費では、道路維持補修、清掃など７件、生活道路の維持補修工事３９

件、６筆の用地購入、道路の舗装工事などを行い、安全安心な道路維持管理に努

めました。  

       また、地方道路等整備事業債を活用し、高岡幼児園線などの１１件の道路改修

や舗装修繕を行い、早急な整備が必要な路線の事業着手、事業完了を行うことが

できました。  

       道路新設改良費では、図書館南線道路改良工事、八千種八反田線の歩道設置工

事を行い、馬田山崎線の詳細設計業務を委託しました。図書館南線道路改良工事

や、平成２４年度から繰越明許としていた道路ストック総点検業務は完了し、八

千種八反田線及び馬田山崎線の工事費の一部については、平成２６年度へ繰り越

しました。兵庫県が施工する県道三木宍粟線南田原交差点改良工事については、

交差点の改良工事に着手し、事業に係る１５％を負担し、平成２６年度中の完成

を目指しています。  

       橋梁改修費では、長野橋歩道橋の用地測量業務及び下部工新設工事を実施し、

一部を繰越明許費として、平成２６年度へ繰り越し、また、上部工新設工事につ

いても、繰越明許費として平成２６年度に繰り越しました。また、月見橋伸縮装

置の修繕工事を行い、道路網の安全性の確保に努めました。  

       河川改修費では、市川と七種川の清掃、草刈りなどの環境美化と、町河川の護

岸改修工事や土砂浚渫等の改修工事を行い、災害に強いまちづくりを進めました。  

       ９ページをお開きください。砂防費では、西谷地区の急傾斜地において、平成

２３年度から県が実施している崩壊対策工事に対し、負担金を支出しました。  

       都市計画費では、路線バス事業者への補助金や、市川河川公園などの維持管理

や、遊具の点検と修繕を行いました。  

       福崎駅周辺整備については、事業手法などについて兵庫県と協議し、県道甘地

福崎線の拡幅及び駅前広場の早期整備に向けて調整を行うなど、関係機関との調

整を重ね、平成２６年度から社会資本整備総合交付金事業「訪れやすく住みやす

いまち、福崎」として、新規採択されました。また、町内全域の交通量を調査し、

都市計画道路網の見直しに必要なデータを収集し、都市計画路線について検討業

務を実施しました。  

       住宅管理費では、管理戸数は前年度と増減はありません。町営住宅の建てかえ

方針やライフサイクルコストの縮減、維持管理計画を定めた公営住宅等長寿命化

計画を策定しました。  

       消防費、常備消防費は、姫路市への消防事務委託に要した経費で、消防救急デ

ジタル無線整備及び車両の更新を行いました。火災発生は１３件、救急出動は７

５９件でした。  

       非常備消防費では、１本部３２分団６００名体制で消防施設を有効的、効果的

に使い、消防活動を行いました。  

       消防施設費では、鍛治屋分団、山崎分団が、小型動力ポンプを更新しました。  

       防災対策費では、消防団員と町職員が合同で水防訓練を実施しました。また、

兵庫県衛星通信ネットワークの更新工事については、繰越明許費として翌年度へ

繰り越しました。  

       教育費の教育委員会費では、定例会１２回、臨時会１回開催し、教育上の諸問

題について審議しました。  
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       事務局費は、不登校専門員、英語指導助手を配置した経費です。  

       小学校管理費では、５年生１７９人が４泊５日の日程で自然学校を体験しまし

た。また、国庫補助金により図書や理科教材備品を購入し、施設整備の充実を図

りました。老朽化に伴う施設や機器類の修繕を行うとともに、田原小学校の特別

支援学級整備工事を実施し２６年度に備えました。  

       中学校管理費では、中学校における義務教育活動の充実と向上を図るとともに、

２年生を対象にトライやる・ウイークを実施し、５日間の社会体験活動を行いま

した。また、福崎東中学校のテニスコート整備工事や、両中学校のトイレ洋式化

工事などを行いました。国庫補助金により、理科教材等の備品を購入し、施設整

備の充実に努めました。  

       幼稚園費では、幼稚園と保育所の相互交流を行い、就学前教育の充実と向上に

努めました。  

       １０ページをお願いします。社会教育総務費では、自然科学分野ですぐれた研

究を行った児童・生徒に吉識雅夫科学賞を贈りました。成人式は、新成人で組織

する実行委員会が企画立案し、厳粛かつ盛大に行いました。また、サマースクー

ルなどの学習支援や登下校時の見守りや校内巡視など、地域ぐるみで子どもを育

てる学校支援事業に取り組みました。  

       公民館費では、生涯学習の場を提供し、講座や教室の充実に努めました。        

芸術文化の向上と発展に貢献し、功績が顕著な個人３人に文化功績賞を授与しま

した。施設備品の充実を図るため、コミュニティ備品購入事業補助金を活用し、

机、椅子などを購入しました。こころ豊かな地域づくりに取り組む自主グループ

や、町文化協会の活動支援を行いました。  

       図書館費では、福崎町こどもの読書活動推進計画に沿って、推薦図書リストや、

読んだ本を記録する、福崎町立図書館読書ノートを作成し、子どもの読書環境整

備に努めました。毎月２９日をフクちゃん読書の日、３月９日をサキちゃん読書

の日と設定し、防災無線での呼びかけやイベントの実施により、読書活動推進に

努めました。図書館の利用状況は貸出人数４万６，７１７人、貸出冊数２０万２，

３０８冊でした。  

       文化センター管理費では、階段トップライトなどの改修を行い、宝くじ社会貢

献広報事業交付金を活用し、大ホール、小ホールの音響設備の更新を行うなど、

利用者が安全・快適に利用できるよう努めました。文化センターの利用状況は、

生活科学センターを含めて、２，２８４件、利用者数は４万２，２９２人でした。  

       エルデホール運営費では、各種の自主事業や貸し館事業を行い、本年度から住

民参加型事業を新設し、芸術、文化の各催しの企画立案ができる人材の育成を目

的とした文化プロデューサー育成講座を開きました。自主公演事業を１０回、文

化プロデューサー事業を８回開催し、入場者数は２，８２１人でした。  

       研修センター運営費は、文化教養の向上、研鑚の場として、安全に快適に利用

できるよう、管理運営を行い、利用状況については９１３件で、１万６，９１４

人でした。  

       青少年野外活動センター費では、青少年の健全育成を図り、自然に触れる機会

や交流の場を提供し、利用状況は４４９団体で、７，６７７人でした。  

       人権教育振興費では、みずからの人権意識を見詰め、みずからを啓発していく

人権教育の推進に努めました。  

       辻川界隈文化振興費は、辻川界隈の文化振興及び文化施設の管理運営に要した

経費で、歴史民俗資料館では「地域の歴史文化遺産を楽しもう」を年間テーマと

し、特別展「福崎のくらし～米づくりと人々」、企画展は「くらしと民具」など
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を開催しました。  

       柳田國男・松岡家記念館は、年間を通じ企画展、特別展を開催し、入館者数は

７，２２１人でした。播磨風土記編さん１，３００年を記念した、第３４回山桃

忌 を 開 催 し 、 基 調 講 演 、 記 念 講 演 、 石 見 神 楽 の 上 演 を 行 い ま し た 。       

また、本年度、福崎町柳田國男ふるさと賞を創設し、柳田國男の顕彰を図るとと

もに、地域の歴史や民俗文化にすぐれた調査・研究を行った児童・生徒３名にこ

の賞を贈りました。  

       辻川界隈整備事業は、舗装美化工事、河童設置工事、辻川山周辺整備工事など

により、辻川地区のまちなみ町並美化事業に取り組み、文化ゾーンの魅力を高め

る整備を行いました。銀の馬車道沿道や周辺地域の美観が高まったこと、河童人

気にも拍車がかかり、来訪者も増加傾向にあります。  

       文化財保護費は、埋蔵文化財発掘調査、出土品の保存処理及び町天然記念物イ

チョウの養生方針を検討するため、樹冠細部調査を行いました。  

       １１ページをお開きください。  

       三木家住宅保存整備費は、屋根を中心に木部の加工組立、屋根下地と本瓦葺な

どの保存工事を実施し、工事現場見学会を４回開催、参加者は文化財保存修理工

事への理解を深めることができました。  

       保健体育総務費では、社会体育全般の振興と推進に努め、スポーツ功績賞を個

人５人に授与しました。  

       子ども会運営事業では、健全な身体と協調精神の向上を目的として、球技大会

や将棋大会を開催しました。  

       給食運営費では、福崎町食育推進計画に基づき、学校給食を生きた教材として

活用した食育推進に取り組みました。安全・安心な地域の食材を、できるだけ多

く給食に取り入れ、町の特産物であるもちむぎ麺や、もちむぎ精麦を積極的に献

立に活用しました。  

       町民グランド・スポーツ公園管理費では、生涯を通して健康で充実した生きが

いのある生活を送るための生涯スポーツの場を提供しました。  

       学校施設社会開放費では、学校施設の社会開放を行い、体育館、グランドを合

わせて、２，４０５回、７万５，９３６人の利用がありました。  

       体育館運営費では、生涯スポーツを中心として、年間を通してさまざまな教室、

大会を開催し、体育館は３万４，６２９人の利用がありました。  

       多目的グランド整備は、図書館南側の町有地及び西治ほ場整備事業に係る創設

換地に社会体育拠点と防災機能を兼ね備えた多目的公園を整備するために要する

費用です。平成２５年度は、土地の有効利用を図るための協議を重ね、設計及び

工事費に係る予算は全額を平成２６年度へ繰り越し、２６年度完成を目指します。  

       公債費、長期借入金の返済額は元金７億２，５９３万９，２６５円で、本年度

借入総額は８億８，５４２万円で、年度末現在高は９６億３，１６５万９，８５

４円となりました。  

       予備費は予算の範囲内で支出できましたので、充用はありませんでした。  

       次に、災害復旧費は、平成２５年８月２３日から１０月２５日に発生した秋雨

前線、台風１８号及び２７号に伴う豪雨により被災した農業用施設及び道路河川

等の復旧に要した費用です。農業用施設１カ所の災害復旧工事を行い、水路復旧

工事の一部ついては、平成２６年度へ繰り越しました。また、農地４カ所、農業

用施設８カ所の小規模災害復旧については、町単独補助を行いました。  

       公共土木施設は、道路４カ所、河川１カ所の町単独事業による復旧工事を完了

し、道路や河川機能の回復を行いました。  
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       次に、１１ページ下から２行目の二重丸のところです。調定額に対する収入未

済額につきましては、２億５，１５３万７，１１４円で、前年度に比べ８０２万

５，５４６円の増額となりました。  

       １２ページをお開きください。その内訳は町税２億２，２８５万８，３４７円、

使用料及び手数料のうち、住宅使用料が４３３万４，５３０円、コミュニティプ

ラント使用料が７，２３０円、諸収入は２，４３３万７，００７円で、内訳は貸

付金元利収入２，２３１万７，６２８円と、雑入の給食費２０１万９，３７９円

です。なお、資料の２２ページから３１ページに、町税や使用料の収納状況や、

不納欠損の状況について、資料を添付していますので、ご参照ください。  

       次に、上から６行目の二重丸、不用額についてでございますが、不用額につき

ましては、１億６，４６９万２，７３１円で、不用額１０万円以上の内訳を節別

に見てみますと、負担金補助及び交付金５，０５１万４，６５５円から、共済費

１１万２，３０５円までとなっています。なお、資料の１７ページから２１ペー

ジには、節別に１０万円以上の不用額の説明をしております。  

       右のページには前年度歳出決算額との比較表、次の１３ページには全会計の給

与費明細書をお示ししております。  

       次の１４ページには、項別の歳入の決算表、１５ページは、項別の歳出の決算

額をお示しいたしております。  

       次の１６ページは、基金の状況でございます。基金全体につきましては、右下

欄の平成２５年度末現在高の合計は、３０億５，４７６万４８９円で、このうち

一般会計は左側の表でございます。一番上の財政調整基金につきましては、職員

給与の減額処置や町民税が当初予算よりも増収となったことなどにより、２億４，

７９０万円を積み立て、年度末の現在高は１３億６，７００万円となりました。

一番下の小計欄、平成２５年度末現在高は、一般会計で１８億２，７９６万９，

８８７円で、昨年度と比較し、３億２，５８７万５，２１８円の増となりました。  

       以上で、議案第４８号の説明を終わらせていただきます。  

       次に、議案第４９号、国民健康保険事業特別会計決算について、説明いたしま

す。 

       決算書の国保会計の４４ページをお開きください。実質収支に関する調書でご

ざいます。  

       歳入総額１９億４，６６９万８，８５８円、歳出総額は１９億９８万７，１２

２円、差引額、実質収支ともに４，５７１万１，７３６円で、うち２万円を繰り

越し、残り４，５６９万１，７３６円は基金に繰り入れております。  

       ４５ページにつきましては、財政調整基金の保有額をお示しいたしております。

決算年度末の現在高は１億４８４万４，２６５円でございます。  

       次に、議案第４９号資料で概要の説明をさせていただきます。  

       ４９号資料の１ページをお開きください。上から５行目から割愛しながら朗読

説明いたします。  

       国民健康保険の財政運営は、被保険者の高齢化や医療の高度化による医療費の

増加、長期にわたる経済の低迷化や雇用の悪化による税収の減などの構造的な要

因により、大変厳しい状況となっています。  

       保険給付費で見てみますと、療養給付費の対前年度比伸び率は、４．３％の減

となりました。保健、介護、食育事業に取り組みにより、１人当たりの医療費や

高額医療費が減少しました。介護納付金の伸び率は、１人当たりの負担額が５．

７％の増となり、後期高齢者支援金については、１人当たりの負担額が６．０％

の増、対前年度比６．４％の増となりました。  
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       保健事業については、特定健康診査・特定保健指導を実施し、受診者数は合計

１，３２１人で、受診率は３８．４％となりました。特定保健指導は２２人に指

導を行いました。また、未受診者の実態把握に努め、受診勧奨通知の送付、特定

健診とがん検診を同日で受診するセット健診や、土曜日、日曜日の健診、日時の

予約制など受診環境の充実に努めました。  

       平均被保険者数は４，６７６人で、うち４１５人が退職者医療給付対象者です。  

       資料２ページには、１０万円以上の不用額及び保険税の収納状況、３ページ、

４ページには決算勘定表、５ページ、６ページには国民健康保険税の賦課状況に

ついてお示しいたしておりますので、ご参照ください。  

       次に、議案第５０号について説明いたします。  

       決算書の後期高齢者医療事業特別会計の２２ページをお開きください。  

       実質収支に関する調書でございます。  

       歳入総額２億１，０９６万２，９２３円、歳出総額２億８１５万４，２５９円、

差引額、実質収支ともに２８０万８，６６４円です。  

       次に、議案第５０号議案資料で概要の説明をさせていただきます。  

       議案資料５０号の１ページをお開きください。上から８行目から、割愛しなが

ら朗読説明をいたします。  

       平成２６年３月末の被保険者数は２，４３７人で、町は兵庫県後期高齢者医療

広域連合に定められた保険料を徴収し、所得が低い方の保険料軽減分に係る保険

基盤安定納付金と併せて広域連合へ納付します。保険料率は２年ごとに改定され、

平成２４、２５年度の均等割額は４万６，００３円、所得割は９．１４％、賦課

限度額は５５万円です。  

       歳入は、保険料と一般会計からの繰入金などで、繰入金は人件費や事務費、保

険基盤安定納付金分です。歳出は、人件費のほか、事務費などの経費、後期高齢

者医療広域連合への納付金で、保険料と保険基盤安定納付金を納付しました。  

       資料の２ページには１０万円以上の不用額及び保険料の収納状況、３ページに

は実施状況についてお示しをしておりますので、ご参照ください。  

       次に、議案第５１号について説明いたします。  

       決算書の介護保険事業特別会計の３８ページをお開きください。実質収支に関

する調書でございます。  

       歳入総額１３億４，９３５万６，１９８円、歳出総額１３億４，４４９万７，

５６１円、差引額、実質収支額とも４８５万８，６３７円で、うち２万円を繰越

金とし、残り４８３万８，６３７円を基金に繰り入れております。  

       ３９ページに、財政調整基金の保有高をお示ししております。決算年度末の現

在高は、８，１４６万２，８０３円でございます。  

       次に、議案第５１号資料で概要の説明をさせていただきます。  

       ５１号資料の１ページをお開きください。上から５行目から割愛しながら朗読

説明いたします。  

       介護保険制度は１３年が経過し、平成２５年度は第５期事業計画の２年目とな

りました。第５期の主な改正は、増加する給付費に対応するため、保険料の標準

月額を４，８００円に引き上げ、所得段階を多段階設定し、７段階から９段階に

細分化しました。  

       介護給付サービス費は、対前年度比２．２％増加し、給付サービス利用では、

通所介護、訪問介護、訪問看護などの居宅サービスが３．３％の増、地域密着型

サービスは１１．４％の増となりました。また、介護基盤緊急整備等臨時補助金

の交付を受け、小規模多機能型居宅介護事業所建設費及び事業所開設準備費を支



－26－ 

払いました。  

       地域支援事業は、全ての６５歳以上を支援する一次予防事業と、積極的に介護

予防を支援する二次予防事業を行いました。二次予防事業では、いきいきデイサ

ービス事業が一次予防と継続性を持ち効果のある事業となるよう、ふくろう体操

を事業に取り入れました。一次予防事業では、地域の自主的な介護予防事業や支

え合い事業に対し、各地区に補助金を支払いました。  

       神崎郡介護認定審査会を１３４回開催し、２，６６４件の審査、判定を行い、

当町分は１，０３６件でした。  

       次の２ページには、１０万円以上の不用額及び保険料の収納状況を、次の３ペ

ージには介護保険の事業状況を、４ページには審査支払い手数料や介護給付費の

状況、次の５ページ、６ページには決算明細をお示ししておりますので、お目通

しください。  

       次に、議案第５２号について、説明いたします。  

       決算書の農業集落排水事業特別会計の２６ページをお開きください。実質収支

に関する調書でございます。  

       歳入総額４億６，３９８万２，８５３円、歳出総額４億６，３９８万２，８５

３円、差引額、実質収支額ともゼロ円です。  

       ２７ページは、１、財産に関する調書で、公有財産の増減はありません。基金

保有額は決算年度末現在高は、１億４，５４４万４，４４３円でございます。  

       次に、議案第５２号資料で概要の説明をさせていただきます。１ページの上か

ら６行目から朗読説明をいたします。  

       亀坪地区を除く農集６処理施設については、前年度から繰り越していた機能強

化事業により、施設の防水・防食工事、主要機器類の整備更新を行い、施設の適

正な維持管理に努めました。水洗化率は平成２５年度末現在で８７．２％になっ

ています。平成２８年度の地方公営企業法適用を目指し、資産調査に着手しまし

た。 

       なお、資料２ページには、１０万円以上の不用額及び使用料の収納状況につい

てお示しをいたしておりますので、ご参照ください。  

       次に、議案第５３号について、説明いたします。  

       決算書の公共下水道事業特別会計の２８ページをお開きください。実質収支に

関する調書でございます。  

       歳入総額９億６，９４３万４，５２６円、歳出総額９億６，１３８万４，５２

６円で、差引額８０５万円は全額を繰越明許費として繰り越ししますので、実質

収支額はゼロ円です。  

       ２９ページは財産に関する調書で、１、公有財産の増減はございません。２、

基金につきましては、決算年度末基金の保有高は１億８，７４３万６，０９１円

となりました。  

       概要につきましては、議案第５３号資料で説明させていただきます。  

       説明資料の１ページをお開きください。上から４行目から朗読説明いたします。  

       管路施設整備が完了した八反田東２工区において、公共下水道の供用を開始し

ました。平成２５年度末の供用開始面積は、５５０ヘクタールとなり、住民人口

での整備率は９８．７％、水洗化率は６９．１％になっています。  

       福崎浄化センターは、水処理施設３系列による運転を行っており、年度末の流

入量は１日当たり３，２１０立方メートルで、稼働率は６１．１％となっていま

す。 

       ２５年度は福崎工業団地地区下水道詳細設計業務や、八反田東地区面整備工事、
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南田原地区舗装本復旧工事を完了し、上中島地区面整備工事や西光寺地区舗装本

復旧工事及び川端雨水幹線工事に着手し、一部を平成２６年度に繰り越していま

す。 

       また、平成２８年度の地方公営企業法適用を目指し、資産調査に着手しました。  

       なお、資料の２ページには、１０万円以上の不用額及び負担金・使用料の収納

状況をお示ししておりますので、ご参照ください。  

       なお、別冊の決算報告書の歳出のページには、主な事業ごとに決算の概要をお

示しいたしましておりますので、審議の参考にしていただきたいと思います。  

       以上、６議案につきまして、一括説明をさせていただきました。よろしくご審

議を賜り、認定いただきますように、お願いいたします。  

 

日程第１５ 議案第５４号  平成２５年度福崎町水道事業会計歳入歳出決算認定について  

日程第１６ 議案第５５号  平成２５年度福崎町工業用水道事業会計歳入歳出決算認定につい

て 

 

議    長  日程第１５、議案第５４号、平成２５年度福崎町水道事業会計歳入歳出決算認

定について、及び日程第１６、議案第５５号、平成２５年度福崎町工業用水道事

業会計歳入歳出決算認定についてを一括議題といたします。  

       両議案に対する詳細なる説明を求めます。  

上下水道課長  議案第５４号、平成２５年度福崎町水道事業会計歳入歳出決算認定について、

ご説明申し上げます。  

       地方公営企業法第３０条第４項の規定により、議会の認定をお願いするもので

あります。  

       それでは初めに、福崎町水道事業決算書の１１ページをお開きください。  

       福崎町水道事業の事業概要は、本年度は昨年度と比べ、給水量は１．５％、給

水収益は１．４％の増となりました。また、下水道工事等に伴う資産減耗費が９

５．１％の減と大きく減少し、営業外収益である加入分担金が１０６．３％の増

となり、利益は大きく増加いたしました。  

       下水道工事に伴う配水管移設工事とともに、漏水調査による漏水箇所の早期修

理に努め、有収率は９１．９％と昨年より１．４％上がりました。  

       維持管理では、災害等の断水に備え、大貫地区のバイパス配水管の新設工事、

井ノ口水管橋上部工の耐震補強工事等を実施しました。  

       福崎地区の安定供給を図るため、継続事業である山崎配水池整備事業として、

進入路の第２期及び配水池の工事に着手いたしました。また、福田水源地の高度

浄水処理施設整備として、拡幅のため用地を取得し、工事に着手しております。

下の表では、給水水量等の動きとして、年度別に参考となるものを表としており

ますので、お目通しをください。  

       また、資料議案第５４号の２ページから４ページには、水道料金及び総配水量

の表を添付しておりますので、併せてごらんください。  

       次に、恐れ入りますが、決算書の１ページ、２ページをごらんください。  

       水道事業決算報告書です。この決算報告書は、予算に対して執行状況を明らか

にするため、税込みの表示比較をしております。  

       収益的収入及び支出の収入でございます。第１款、水道事業収益予算額合計３

億５，８９６万円、決算額３億４，３６４万３，５５６円、予算額に比べ、決算

額の増減１，５３１万６，４４４円の減、昨年度比０．４％の増、第１項、営業

収益、決算額３億１，０２６万３，１３４円、うち仮受消費税及び地方消費税１，
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４３５万１，５００円、第２項、営業外収益、決算額３，３３８万４２２円、う

ち仮受消費税及び地方消費税１３８万１，２５４円、第３項、特別利益はござい

ません。  

       次に支出でございます。第１款、水道事業費用予算額３億４０９万３，０００

円、決算額２億７，４０６万１，４６０円、不用額３，００３万１，５４０円、

昨年度比１５．７％の減、第１項、営業費用、決算額２億６，５３４万４，５７

８円、うち仮払消費税及び地方消費税７００万６，６４９円、第２項、営業外費

用、決算額８５４万９，５２２円です。第３項、特別損失、決算額１６万７，３

６０円でございます。なお、決算額について、消費税納付金が含まれ、附則書類

１１ページ以降の税抜きの明細書とは合いません。  

       次に、３ページ、４ページをごらんください。資本的収入及び支出で、まず収

入でございます。  

       第１款、資本的収入予算額合計２億２，９１５万６，０００円、決算額１億３，

９７１万５，０８９円、予算額に比べ決算額の増減８，９４４万９１１円の減、

昨年度比５８．１％の増、第１項、企業債決算額２，０９０万円、第２項、他会

計出資金決算額２，５３０万円、第３項、補助金決算額３，９３６万１，３８０

円、第４項、工事負担金決算額５，４１５万３，７０９円です。  

       次に支出であります。第１款、資本的支出予算額合計４億３，４１３万６，２

５０円、決算額３億４，９８４万４，３４８円、翌年度繰越額、地方公営企業法

第２６条の規定による繰越額７，５４１万５４０円、不用額８８８万１，３６２

円、第１項、建設改良費決算額３億３，６８３万４，０７２円、うち仮払消費税

及び地方消費税１，７０８万７，７６５円、第２項、企業債償還金決算額１，３

０１万２７６円、なお、資本的収入が資本的支出に不足する額２億１，０１２万

９，２５９円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１，１４２万

９，９０５円と、過年度分損益勘定留保資金１億９，８６９万９，３５４円で補

填いたしました。  

       次に、５ページをごらんください。水道事業損益計算書の説明をさせていただ

きます。  

       １、営業収益は、１の給水収益から、その他営業収益まで３項目合わせまして、

２億９，５９１万１，６３４円です。  

       ２、営業費用は、１、原水及び浄水費から、６、資産減耗費までの６項目合わ

せまして、２億５，８３３万７，９２９円です。したがいまして、営業利益は３，

７５７万３，７０５円でございます。  

       ３、営業外収益は、１、受取利息及び配当金から、３、雑収益までの３項目を

合わせまして２，９０９万２，２２６円です。 

       ４、営業外費用は、１、支払利息と２、雑支出を合わせまして、８５４万９，

５２２円です。したがいまして、経常利益は５，８１１万６，４０９円になり、

昨年度と比べ４，５１３万７，４７１円の増となりました。  

       ５、特別利益はございません。  

       ６、特別損失は１６万７，３６０円です。したがいまして、当年度純利益は５，

７９４万９，０４９円となり、前年度繰越利益剰余金１，０１９万４，１３１円

を加えますと、当年度未処分利益剰余金は６，８１４万３，１８０円となります。  

       次に、６ページをごらんください。水道事業剰余金計算書の資本剰余金につい

て、ご説明いたします。 

       受贈財産評価額の当年度変動額はございませんので、当年度末の残高は６億１，

１９８万３，６７１円です。工事負担金の当年度変動額は５，１２２万９，３６
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１円の増で、当年度末残高は２７億７，８７４万９，６０７円になります。  

       寄付金の当年度変動額は３２万８００円の減で、当年度末残高は６７万９，２

００円でございます。  

       その他、資本剰余金の当年度変動額は、３，６２５万７，８４５円の増で、当

年度末の残高は９，８９８万２，０１５円でございます。  

       消火栓設置工事負担金の当年度変動額は３４万５，６００円の増で、当年度末

残高は１億７２７万３，１９０円となり、資本剰余金合計の当年度末残高は３５

億９，７６６万７，６８３円になります。  

       続きまして、剰余金について、ご説明いたします。  

       減債積立金は前年度末残高の２，２３５万３，１７６円に前年度繰入額の２０

０万円を合わせまして、当年度末残高は２，４３５万３，１７６円となります。  

       建設改良積立金は、前年度末残高の４億３，２８０万６，３３６円と、前年度

繰入額の１，０００万円を合わせまして、当年度の処分額はございませんので、

当年度末残高は４億４，２８０万６，３３６円となります。  

       前年度の未処分利益剰余金２，２１９万４，１３１円から、減債積立金の２０

０万円と、建設改良積立金の１，０００万円を引き、繰越利益剰余金年度末残高

は１，０１９万４，１３１円となり、当年度純利益の５，７９４万９，０４９円

を加え、当年度の未処分利益剰余金は６，８１４万３，１８０円となり、利益剰

余金合計の当年度末残高は５億３，５３０万２，６９２円となります。  

       次に、７ページをごらんください。剰余金処分計算書の案について、ご説明い

たします。  

       当年度の未処分利益剰余金は６，８１４万３，１８０円で、利益剰余金処分額

として減債積立金に１，０００万円と、建設改良積立金に３，０００万円を合わ

せて、４，０００万円を処分し、積み立てたいと考えております。したがいまし

て、翌年度の繰越利益剰余金は２，８１４万３，１８０円となります。  

       次に、８ページ、９ページをごらんください。貸借対照表について、ご説明い

たします。  

       資産の部の１、固定資産として、イ、土地から、ト、建設仮勘定まで合わせま

して、固定資産合計は４７億７，４６７万５，８９２円でございます。  

       ２、流動資産は、現金預金と未収金と貯蔵品を合わせまして、流動資産合計は

６億６，４７２万２，６０３円で、資産合計は５４億３，９３９万８，４９５円

となります。詳細につきましては、資料議案第５４号の１ページと７ページをま

た後ほどご参照ください。  

       次に、負債の部でございます。３、流動負債は未払金とその他流動負債を合わ

せまして、流動負債合計は４９４万２，９６１円で、負債合計の額となります。

詳細につきましては、資料の１ページにつけております。  

       資本の部の資本金は、自己資本金と借入資本金で、イの企業債を合わせまして、

資本金合計は１３億１４８万５，１５９円となります。  

       ５、剰余金の資本剰余金は、イ、受贈財産評価額から、ホ、消火栓設置工事負

担金を合わせまして、資本剰余金合計は３５億９，７６６万７，６８３円となり

ます。  

       利益剰余金は、イ、減債積立金から、ハ、当年度未処分利益剰余金を合わせま

して、利益剰余金合計は５億３，５３０万２，６９２円となり、剰余金合計は４

１億３，２９７万３７５円で、資本合計は５４億３，４４５万５，５３４円とな

り、負債資本合計は５４億３，９３９万８，４９５円となります。  

       資料の７ページから１１ページをまたご参照ください。  
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       次に、決算書の１２ページをごらんください。議会の議決事項につきましては

７件で、職員に関する事項は３件です。料金その他供給条件の設定変更につきま

しては２件でございます。  

       次に、１３ページから１６ページをごらんください。建設改良工事は下水道工

事に伴う配水管移設工事と、単独の東大貫地区配水管新設工事や補助の福田水源

地、山崎配水池等でございます。２５年度の合計２３件で、２億６，１８１万６

２２円で、２４年度からの繰越事業は３件で、２５年度の執行分は６，２１２万

５，２５０円と合わせまして、３億２，３９３万５，８７２円でございます。  

       次に、１７ページをごらんください。送配水管入れかえの状況につきましては、

下水道工事に伴う配水管の移設工事と消火栓２基を設置いたしました。  

       増加の小計欄合計が４，３０９メートル、減少の小計欄が２，０８９メートル

で、差引合計２，２２０メートルが２５年度で増加した延長でございます。  

       したがいまして、昨年度末の総延長１８万６，６４０メートルに、本年度の増

加分２，２２０メートルを加え、２５年度末総延長は１８万８，８６０メートル

になります。  

       給水工事は１０８件の工事をいたしました。  

       １８ページ、１９ページの保全工事及び業務について説明をいたしております。  

       次に、２６ページをごらんください。水道事業会計の収益費用の明細について、

ご説明を申し上げます。  

       まず、収益であります。水道事業収益は３億２，５００万３，８６０円で、営

業収益は２億９，５９１万１，６３４円、内容といたしましては、水道料金から

消火栓の使用料までで、その主なものは水道料金２億８，０３６万６，０８９円

と、設計検査手数料の７０１万５，５００円及び下水道の徴収手数料等の５４３

万２，２３４円であります。  

       営業外収益は２，９０９万２，２２６円で、内容としましては預金利息から、

その他雑収益までで、主なものは開発協力金が１，３１１万２，５２０円と、加

入分担金が１，３９５万８，０００円でございます。  

       次に、２８ページをごらんください。費用であります。  

       水道事業費用は２億６，７０５万４，８１１円で、うち営業費用は２億５，８

３３万７，９２９円で、原水及び浄水費は水源地に係る費用で、給料から雑費ま

でで３，３８２万６，４３６円、主なものは人件費のほか動力費の１，６６４万

３，１５３円です。  

       配水及び給水費は、配水池と給水配水管に係る費用で、給料から次のページの

県水の受水費までで、１億２，０７６万９，３３５円で、主なものは人件費のほ

か、次のページの委託料３，７２３万３，７０９円、修繕費が１，２２４万７，

８２２円、加圧ポンプ所の動力費が３９４万６，２５９円と、県水受水費の３，

２２１万５，２８４円です。  

       総係費は、水道に係る通常の経費で、給料から雑費までで３，８１５万１，２

６２円でございます。  

       次に、特別損失は１６万７，３６０円でございます。  

       それから、減価償却費が６，０６１万６，０３１円、資産減耗費が３９７万５，

８６５円となっております。  

       営業外費用は支払利息の７２１万６，００３円と、雑支出の１３３万３，５１

９円です。  

       次に、３１ページをごらんください。水道事業会計の資本的収入及び支出につ

いて、ご説明申し上げます。  
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       収入でございます。資本的収入は１億３，９７１万５，０８９円で、内訳は企

業債２，０９０万円、他会計出資金２，５３０万円、国庫補助金３，８５８万５，

０００円、他会計の補助金が７７万６，３８０円、工事負担金が５，４１５万３，

７０９円です。  

       次に、３２ページです。支出であります。資本的支出は３億３，２７５万６，

５８３円で、建設改良費の３億７４６万２，３０７円と、給水工事費の１，２２

８万４，０００円、及び企業債償還金の１，３０１万２７６円です。  

       次に、３３ページをごらんください。固定資産の明細ございます。  

       土地から建設仮勘定までの合計、昨年度末現在高は６１億５，９４４万６，３

５６円で、減価償却の当年度増加額は６，０６１万６，０３１円で、当年度減少

額は２，８２７万３，１２６円、累計１３億８，４７７万４６４円となり、差し

引きしますと年度末の未済額は４７億７，４６７万５，８９２円となります。  

       次に、３４ページをごらんください。企業債の明細についてございます。  

       企業債の明細は合計発生の福田水源地の２，０９０万円を含め、発行総額は３

億２，１３０万円となり、当年度償還額は１，３０１万２７６円で、未償還残高

は１億７，５１７万１，６７２円になり、償還利子は７２１万６，００３円でご

ざいます。  

       以上で、議案第５４号の説明を終わらせていただきます。  

議    長  議案説明の途中ですが、しばらく休憩をいたします。  

       再開時刻を１３時といたします。  

◇ 

休憩 午後 ０時０２分  

再開 午後 １時００分 

◇ 

議    長  休憩前に引き続き、会議を再開します。  

       議案第５５号、平成２５年度福崎町工業用水道事業会計歳入歳出決算認定につ

いて、説明をお願いいたします。  

上下水道課長  午前中に引き続きまして、次は、議案第５５号でございます。  

       平成２５年度福崎町工業用水道事業決算書の１１ページをごらんください。  

       福崎町工業用水道事業の事業概要で、本年度は契約水量の変更はございません

でした。昨年度に比べ給水量が１２．１％、給水収益も６．２％の増となりまし

た。また、経費の節減に努めた結果、大きな利益を得ることができました。  

       建設改良事業では、送・配水管の老朽管更新と耐震化を図るため、工業用水の

強靱化事業の国庫補助を国の補正予算により前倒し採択として受けました。今後

は２６年度から予定されている工業団地の下水道工事に合わせて、送・配水管の

入れかえ等を行っていきたいと思っております。  

       下の表では契約水量等の動きとして、年度別に参考となるものをお示しをして

おります。議案資料の第５５号の２ページから４ページには料金、配水量の表を

添付しておりますので、併せてごらんください。  

       それでは、恐れ入りますが、決算書の１ページ、２ページをお開きください。  

       工業用水道事業決算報告書の収益的収入及び支出について、ご説明申し上げま

す。 

       まず、収入であります。第１款、工業用水道事業収益、予算額合計２，７７６

万７，０００円、決算額２，６３３万７，０４５円、予算額に比べ決算額の増減、

１４２万９，９５５円の減、昨年度比１３．８％の増、第１項、営業収益決算額

２，３７７万８，４５０円、うち仮受消費税及び地方消費税１１３万２，１５９
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円、第２項、営業外収益、決算額２５５万８，５９５円でございます。  

       次に支出であります。第１款、工業用水道事業費用、予算額合計２，１２０万

６，０００円、決算額２，０７２万５，９６５円、不用額４８万３５円、昨年度

比５．８％の減、第１項、営業費用、決算額１，９９３万３，８７１円、うち仮

払消費税及び地方消費税４３万１１５円、第２項、営業外費用、決算額７９万２，

０９４円でございます。  

       次に、３ページ、４ページをごらんください。資本的収入及び支出でございま

す。 

       資本的収入予算額合計９，６５８万１，０００円、決算額５８万６０５円、予

算額に比べ、決算額の増減９，６００万３５０円、第１項、企業債、第２項、補

助金につきましては、未契約繰越となり、決算額はございません。第３項、工事

負担金が５８万６５０円となります。  

       支出では、第１項、建設改良費で同じく決算額５８万６５０円、翌年度繰越額

９，６００万円です。  

       次に５ページをごらんください。工業用水道事業損益計算書について、説明い

たします。  

       １、営業収益は給水収益と受託工事収益及びその他営業収益で２，２６４万６，

２９１円、２、営業費用は送水及び配水費から、減価償却費の３項目を合わせま

して１，９５０万３，７５６円です。したがいまして、営業利益は３１４万２，

５３５円であります。３、営業外収益は、受取利息及び配当金と雑収益で合わせ

て、２４４万８９５円で、営業外費用はございません。したがいまして、経常利

益は５５８万３，４３０円で、昨年度と比べ４４４万５，３１４円の増となり、

前年度繰越利益剰余金の１，００２万８，６４４円を加えますと、当年度未処分

利益剰余金は１，５６１万２，０７４円になります。  

       次に、６ページをごらんください。工業用水道事業の剰余金計算書の資本剰余

金について、ご説明申し上げます。  

       当年度の資本剰余金のうち、工事負担金の当年度変動が５５万３，０００円の

増であり、当年度末残高は８億２，４７４万９１２円であります。  

       利益剰余金についてご説明いたします。減債積立金は変動がございません。 

       建設改良積立金は、前年度繰入金が１００万円であり、当年度末残高は２，２

０９万７，１８６円となります。  

       未処分利益剰余金は、繰越利益剰余金が１，００２万８，６４４円で、当年度

純利益の５５８万３，４３０円を加え、当年度末未処分利益剰余金は１，５６１

万２，０７４円となり、利益剰余金当年度末残高は４，４８６万９，４６７円に

なります。  

       次に７ページをごらんください。工業用水道事業剰余金処分計算書（案）につ

いて、ご説明いたします。 

       当年度の未処分利益剰余金は１，５６１万２，０７４円で、建設改良積立金に

２００万円を処分したいと考えております。したがいまして、処分後の繰越利益

剰余金は１，３６１万２，０７４円となります。 

       次、８ページ、９ページをごらんください。貸借対照表について、説明いたし

ます。  

       資産の部、固定資産はイ、土地からホ、車両運搬具まで合わせまして、固定資

産合計は８億６，１５６万６，２３４円です。詳細につきましては、資料の５ペ

ージから７ページにお示しをしております。  

       ２、流動資産は現金預金と未収金を合わせまして、流動資産合計は５，９４７
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万８，８５３円となり、資産合計は９億２，１０４万５，０８７円でございます。  

       負債の部、３、流動負債は、未払金が４８万１，８９４円でございます。詳細

につきましては、資料の１ページをご参照ください。  

       資本の部、４、資本金は自己資本金が５，０９５万２，８１４円でございます。  

       ５、剰余金の資本剰余金は、イ、受贈財産評価額と、ロ、工事負担金を合わせ

まして、資本剰余金合計は８億２，４７４万９１２円でございます。  

       利益剰余金は、イ、利益積立金と、ロ、建設改良積立金及び、ハ、当年度未処

分利益剰余金を合わせまして、利益剰余金合計は４，４８６万９，４６７円で、

剰余金合計は８億６，９６１万３７９円となり、負債資本合計は９億２，１０４

万５，０８７円となります。  

       次に、１２ページをごらんください。議会の議決事項につきましては５件でご

ざいます。職員に関する事項は３件、料金その他供給条件の設定、変更に関する

事項は２件でございます。 

       次に、１３ページをごらんください。保全工事等の内容について説明をしてお

りますので、お目通しをください。  

       次に、１６ページをごらんください。福崎町工業用水道事業会計収益費用の明

細書の収益について、ご説明を申し上げます。  

       工業用水道事業収益は２，５０８万７，１８６円で、営業収益の内容といたし

ましては、給水収益の水道料金が２，２５０万６，１００円等でございます。  

       営業外収益の内容といたしましては、預金利息は５万７，５０７円と分担金が

２３５万４，０００円等でございます。  

       次に、１７ページをごらんください。費用の説明をいたします。  

       工業用水道事業費用は１，９５０万３，７５６円で、営業費用は送水及び配水

費で事業に係る専用経費で、給料から雑費まで１，７９８万３，１５４円でござ

います。その主なものは給料と動力費が７３４万８，６４９円でございます。受

託工事費は１万４，０００円で、減価償却は１５０万６，６０２円であります。  

       次に、１９ページをごらんください。工業用水道事業会計資本的収入及び支出

の明細について、ご説明をいたします。  

       まず収入であります。資本的収入は、工事負担金５８万６５０円でございます。  

       次に、２０ページでございます。支出です。  

       資本的支出は給水工事の工事費の５５万３，０００円でございます。  

       次に、２１ページをごらんください。  

       固定資産明細書は、土地から車両運搬具まで合計で年度末現在高は８億８，４

００万９，０６３円で、減価償却の当年度増加額は１５０万６，６０２円で、当

年度の減少はございませんので、累計２，２４４万２，８２９円になり、差し引

きしますと、年度末未済額は８億６，１５６万６，２３４円となります。  

       以上で、議案第５５号の説明を終わらせていただきます。両議案とも、よろし

くご審議を賜り、認定をいただきますよう、お願いを申し上げます。  

議    長  平成２５年度の全会計の決算につきましては、先般、監査委員による決算審査

が行われ、その意見書が提出されております。 

       決算審査意見書について監査委員に説明を求めます。  

代表監査委員  それでは、決算審査意見書につきまして、説明申し上げます。  

       お手元の平成２５年度福崎町決算審査意見書１ページをごらんください。  

       初めに、一般会計、特別会計決算及び基金運用状況審査意見ですが、審査の結

果は、審査に付された各会計決算書等は計数は正確であると認められました。な

お、事務処理はその一部については定期監査等で指摘しておりますが、おおむね



－34－ 

良好であると認めました。また、基金の運用状況は、その設置目的に沿って運用

され、計数は正確であると認められました。  

       次に意見ですが、１４ページをごらんください。  

       １、町税では、町税収入は、町の歳入の根幹をなす重要な収入です。その賦課

徴収に当たっては、誤りのない、課税客体の正確な把握及び効率的な徴収に一層

努力されることを望みます。  

       ２番、収入未済及び不納欠損では、本町では滞納解消を図るため、全庁的組織

である滞納整理対策委員会の設置に加え、平成２３年４月に債権管理条例が施行

され、不納欠損処理を含めた滞納管理の適正化を図っており、その効果は２５年

度決算にもあらわれているものと評価します。なお、不納欠損処分は納税の公平

性の観点からは慎重になされるべきものであり、町民に十分な説明ができるよう、

取り扱われることを望みます。またあわせて、債権管理に従事する職員の資質向

上、情報共有など、一層の体制の充実強化を求めます。  

       ３番、操出金では、繰出金の中には、法令等により一般会計による負担が定め

られているものがあります。特別会計は前記の経費を除く経費については、受益

者の負担により賄われるのが原則です。したがって、任意に町の独自施策として

繰り出す場合は、繰り出しの必要性について、町民の理解を得ることが肝要であ

ると考えます。  

       ４番、町債では、今後、福崎駅周辺整備事業など建設事業が予定されています

が、町債については発行額の適正化、あるいは償還額の基準財政需要額算入率の

高いものを選択するなど、その償還が後年世代の過重な負担とならないよう、引

き続き適正な残高管理を求めます。  

       ５番、財務指標では、財務指標のうち一般財源に着目した指標である財政力指

数は０．７３５、経常一般財源比率は８９．７％といずれも前年度に比べほぼ同

等で、経常収支比率は８５．８％で前年度に比べ若干低下しています。これらの

数値は、財政の硬直化が進みつつあるといえますが、その原因として補助金の一

般財源化あるいは交付税の一部臨時財政対策債への振りかえ措置など、国の地方

財政制度改正による影響も大きいと考えられます。  

       ６番、特別会計では、特別会計のうち農業集落排水事業特別会計、公共下水道

事業特別会計は実質収支において歳入歳出同額決算となっています。また国民健

康保険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計、介護保険事業特別会計は、

実質収支において黒字決算となっています。これは歳入においては、適正な保険

料・税率の算定及び徴収努力の結果による保険料・税収入確保によるものと考え

ます。また、歳出においては、国民健康保険事業特別会計では、保険給付費が減

少しています。今後は引き続き適正な保険料・税率の算定及び徴収に努めるとと

もに、国民健康保険会計では、保健、介護、食育事業等、予防医療事業を進め、

農業集落排水事業特別会計、公共下水道事業特別会計では、引き続き施設への接

続戸数増加を図り、使用料確保に努力してください。  

       最後に、７番、財政運営では、本町においては「活力に満ち、調和のとれた住

みよい豊かなまちづくり」を推進し、平成２５年度においても具体的な施策展開

が図られてきました。経済状況は緩やかな回復基調が続いているとされています

が、まだ地方にはその影響が及んでいないと言われており、本町においても引き

続き厳しい財政運営が求められることと思います。特に人口構造の高齢化、少子

化の進展により、社会保障費が増加する中において、福崎駅周辺整備事業など社

会基盤整備事業を持続的に進めていくためには、強固な財政基盤を実現、維持す

ることが本町の課題と思われます。こうした現状を踏まえ、これまで以上に経済
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性、効率性、効果性の視点を基本に、費用対効果や将来負担の視点を持った適正

な財政運営を行い、限られた資源を効果的に事業配分し、質の高い行政サービス

を町民に提供できるよう、その実現に全庁一丸となって取り組まれることを望み

ます。  

       次に、公営企業会計決算意見についてですが、１７ページをお開きください。  

       初めに審査の結果ですが、審査に付された会計決算書等は、その計数は正確で、

関係諸帳簿と合致していることを確認しました。  

       まとめとして、平成２５年度決算において、当年度純利益は水道事業では５，

７９４万９，０４９円、工業用水道事業では５５８万３，４３０円となっており、

いずれも前年度より増加しています。水道事業の増額の主な理由は、資産減耗費

が大きく減少したことにより、営業利益が増加したものであり、給水収益の増加

によるものではありません。今後、配水池整備事業を初め、設備の老朽化対策事

業、あるいは高度処理施設整備事業など、上水を安定的に供給するための整備事

業に取り組まなければならない状況下にあっては、一概に経営状況は好転してい

るとは言えません。今後、節水機器の普及などで給水量が減少し、給水収益の大

幅な増加が見込めない中においては、整備事業費を賄うため、整備手法、事業費

の見直しなど、経費の削減に努力してください。  

       次に別冊子の平成２５年度福崎町健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書

１ページをごらんください。ここでは、財政の健全化を示す比率について審査し

ています。  

       初めに健全化判断比率ですが、実質赤字比率は実質赤字が発生しなかったため、

算出されませんでした。連結実質赤字比率は実質赤字、資金不足が発生しなかっ

たため、算出されませんでした。実質公債費比率は１１．７％で、早期健全化基

準の２５．０％、将来負担比率は１２１．５％で、早期健全化基準の３５０％を

いずれも下回っています。なお、各比率の算式は２ページ以降をご参照ください。  

       次に、資金不足比率ですが、５ページをごらんください。水道事業会計、工業

用水道事業会計、農業集落排水事業特別会計及び公共下水道事業会計のいずれに

おいても、資金不足が発生しなかったため、資金不足比率は算出されませんでし

た。 

       以上で説明を終わります。  

 

日程第１７ 議案第５６号  平成２５年度福崎町水道事業剰余金処分について  

日程第１８ 議案第５７号  平成２５年度福崎町工業用水道事業剰余金処分について  

 

議    長  日程第１７、議案第５６号、平成２５年度福崎町水道事業剰余金処分について、

及び日程第１８、議案第５７号、平成２５年度福崎町工業用水道事業剰余金処分

についてを一括議題といたします。  

       両議案に対する詳細なる説明を求めます。  

上下水道課長  議案第５６号につきましては、議案第５４号に関係いたしまして、水道事業会

計の剰余金を減債積立金に１，０００万円、建設改良積立金に３，０００万円を

処分したいので、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、議会の議決を求

めるものであります。  

       内容につきましては、水道事業会計の決算書の７ページに、剰余金処分計算書

案ということでお示しをしております。４，０００万円を処分する議案を上程し

ております。  

       続きまして、議案第５７号について、説明をさせていただきます。  
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       ５７号につきましては、議案第５５号に関係いたしまして、工業用水道事業会

計の剰余金を、建設改良積立金に２００万円を処分したいので、規定により、議

会の議決を求めるものであります。  

       内容につきましては、工業用水道会計の決算書の７ページに、剰余金処分計算

書案をお示しをしております。  

       よろしくご審議を賜り、両議案ともご賛同いただきますよう、お願いを申し上

げます。  

 

日程第１９ 議案第５８号  福崎町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す  

             る基準を定める条例の制定について  

日程第２０ 議案第５９号  福崎町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の制定について  

日程第２１ 議案第６０号  福崎町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定  

             める条例の制定について  

日程第２２ 議案第６１号  福崎町保育の必要性の認定に関する条例の制定について  

 

議    長  日程第１９、議案第５８号、福崎町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例の制定についてから、日程第２２、議案第６

１号、福崎町保育の必要性の認定に関する条例の制定についてまでの４議案を一

括議題といたします。  

       各議案に対する詳細なる説明を求めます。  

学校教育課長  議案第５８号から議案第６１号までの４議案について、説明申し上げます。  

       これらの議案は子ども・子育て支援新制度の施行に当たり、市町村が定めるべ

き基準を条例で定めるものです。  

       それでは、議案第５８号、資料１ページをごらんください。  

       子ども・子育て支援新制度は、全ての子どもに良好な育成環境を保障し、一人

一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現を目指して創設される

もので、三つの目的を掲げています。  

       一つ目は、質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、二つ目は、保育

の量的拡大と確保、教育・保育の質的改善、三つ目は、地域の子ども・子育て支

援の充実です。  

       新制度の創設に関する子ども・子育て支援法、認定こども園法の一部を改正す

る法律、関係法律の整備等に関する法律、児童福祉法の改正等になります。これ

らは、子ども・子育て関連３法と呼ばれ、平成２４年８月に成立いたしました。  

       子ども・子育て支援新制度の主なポイントは、まず、認定こども園、幼稚園、

保育所を通じた共通の給付、施設型給付と呼びます。及び、家庭的保育、小規模

保育、居宅訪問型保育、事業所内保育への給付、これらが地域型保育給付と呼ば

れます。これらの創設です。このうち、地域型保育給付は、都市部における待機

児童解消とともに、子どもの数が減少傾向にある地域における保育機能の確保に

対応するというものです。  

       次に、認定こども園制度の改善です。新たな幼保連携型認定こども園について

は、認可・指導監督を一本化し、学校及び児童福祉施設として法的に位置づける

とともに、認定こども園の財政措置を施設型給付に一本化します。  

       もう１点は、地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充実です。利用者支援、

子育て支援、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブなどの地域子ども・子育て

支援事業の充実を図るものです。これらは、教育保育施設を利用する子どもの家
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庭だけでなく、在宅の子育て家庭を含む全ての家庭及び子どもを対象とする事業

として、地域の実情に応じて実施していきます。  

       資料２ページをごらんください。  

       新しい制度で創設される施設型給付としては、認定こども園、幼稚園、保育所

が対象となります。また、地域型保育給付としては、新たに市町村の認可事業と

なる小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育の四つの事業が

対象となります。  

       小規模保育事業は、保育者の居宅の施設において、ゼロ歳から２歳児を対象に、

６人から１９人を保育する事業で、内容によってＡ型、Ｂ型、Ｃ型の三つの類型

に分かれています。  

       家庭的保育事業は、保育者の居宅や施設において、ゼロ歳から２歳児を対象に、

１人から５人を保育する事業です。  

       事業所内保育事業は、事業所の施設において、事業所の従業員の子どもに加え

て、地域の保育を必要とする子どもを保育する事業です。  

       居宅訪問型保育事業は、保育を必要とする子どもの居宅で、保育士等が保育を

行う事業です。  

       新制度において、施設型給付等を利用する子どもは、保育の必要性をもとに、

１号認定から３号認定までの認定を受けることになります。１号認定の子どもは、

３歳以上の主に施設等で保育を必要としない子どもで、幼稚園や認定こども園を

利用できます。２号認定の子どもは、３歳以上の主に施設等での保育を必要とす

る子どもで、保育所や認定こども園を利用できます。３号認定の子どもは、３歳

未満の主に施設等での保育を必要とする子どもで、保育所、認定こども園や小規

模保育事業等を利用できます。  

       子ども・子育て支援新制度では、これらの施設や事業の設備及び運営の基準及

び保育の必要性の認定の基準を市町村が定めることになったことから、それぞれ

の基準を条例で定めようとするもので、今回制定しようとする条例は、福崎町特

定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例、福崎

町家庭的保育児業等の設備及び運営に関する基準を定める条例、福崎町放課後児

童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例、そして、福崎町保育

の必要性の認定に関する基準を定める条例の４条例です。  

       資料の３ページをごらんください。  

       議案第５８号、福崎町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の制定について、説明申し上げます。  

       子ども・子育て支援新制度では、市町村は施設型給付や地域型保育給付の対象

となることを希望する教育・保育施設や事業者について、申請に基づき給付の対

象となることを確認し、給付費を払うことになります。この確認の要件となる基

準については、市町村が国が定める従うべき基準と参酌すべき基準の区分に従い、

条例で定めることとされたことから、この条例を制定するものです。  

       基準制定に係る福崎町の考え方としては、本町の実情に国の基準と異なる内容

を定める特別な事情はないことから、国の基準を福崎町の基準とするものとしま

す。 

       資料３ページ右側以降には、条例に定める基準、従うべき基準か参酌すべき基

準の別を記載しています。  

       条例の内容は、第１条から第３条が一般原則等を定めた総則、第４条から第３

６条までは特定教育・保育施設の運営に関する基準で、利用定員に関する基準や、

内容及び手続の説明及び同意、正当な理由のない提供拒否の禁止などを規定して
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おります。第３５条、第３６条は特別利用保育・教育の基準、第３７条は特定地

域型保育事業の利用定員、第３８条から第５０条は特定地域型保育事業の運営に

関する基準で、内容及び手続の説明及び同意、正当な理由のない提供拒否の禁止

などを規定しております。第５１条、第５２条は特別利用地域型保育等の給付に

関する基準を規定しています。第５３条は委任で、この条例の施行に関し、必要

な事項は規則で定めることを規定しています。  

       この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行をいたします。  

       次に、議案第５９号、福崎町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の制定について、説明申し上げます。  

       議案第５９号資料１ページをごらんください。  

       子ども・子育て支援新制度において、家庭的保育事業等として、家庭的保育事

業、小規模保育事業、居宅訪問型保育及び事業所内保育事業が定められており、

児童福祉法に基づく市町村の認可事業と位置づけられます。これに伴い、市町村

が、国が定める従うべき基準と参酌すべき基準の区分に従い、事業の設備及び運

営に関する基準を定めることとされたことから、この条例を定めようとするもの

です。  

       基準制定に係る福崎町の考え方としては、本町の実情に国の基準と異なる内容

を定める特別な事情はないことから、国の基準を福崎町の基準とするものとしま

す。 

       資料１ページ右側以降には、条例に定める基準、従うべき基準か参酌すべき基

準の別を記載しております。  

       条例の内容ですが、第１条は条例の趣旨、第２条から第２１条までは家庭的保

育事業等に関する一般原則等を定めた総則で、保育所等との連携、非常災害、職

員の一般的要件等を規定しています。第２２条から第２６条は家庭的保育事業に

係る設備の基準、職員、保育時間、保育の内容及び保護者との連携に関する規定

です。第２７条は小規模保育事業の区分を規定しています。第２８条から３０条

までは小規模保育事業Ａ型に関する設備の基準、職員及び準用について規定して

います。第３１条、第３２条は小規模保育事業Ｂ型に関する職員及び準用につい

て、第３３条から第３６条までは小規模保育事業Ｃ型に関する設備の基準、職員、

利用定員及び準用について規定しています。第３７条から４１条までは居宅訪問

型保育事業に関する規定、設備及び備品、職員、連携施設及び準用について、第

４２条から４８条までは事業所内保育事業に関する利用定員の設定、設備の基準、

職員、連携施設に関する特例及び準用について規定しています。第４９条は委任

で、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定めることを規定しています。  

       なお、この条例は子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育・保

育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係

法律の整備等に関する法律の施行の日から施行いたします。  

       次に、議案第６０号、福崎町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の制定について、説明申し上げます。  

       議案第６０号資料１ページをごらんください。  

       子ども・子育て関連３法の児童福祉法の改正により、放課後児童健全育成事業

の設備及び運営に関する基準については、市町村が国が定める従うべき基準と参

酌すべき基準の区分に従い、条例で定めることとされたことから、この条例を制

定しようとするものです。  

       基準の制定に係る福崎町の考え方としては、本町の実情に国の基準と異なる内

容を定める特別な事情はないことから、国の基準を福崎町の基準とするものとし
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ます。  

       資料１ページ右側以降に、条例に定める基準、従うべき基準か参酌すべき基準

の別を記載しております。  

       条例に内容については、第１条は条例の趣旨、第２条から第８条までは放課後

児童健全育成事業に関する一般原則等を定めた総則で、非常災害対策、職員の一

般的要件等を規定しています。第９条は設備の基準、第１０条から第２１条まで

は運営の基準で、職員、運営規定、開所時間及び日数等を規定しています。第２

２条は委任で、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めることを規定して

います。  

       この条例は子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育・保育等の

総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の

整備等に関する法律の施行の日から施行いたします。  

       続きまして、議案第６１号、福崎町保育の必要性の認定に関する基準を定める

条例の制定について、説明申し上げます。  

       議案第６１号資料をごらんください。  

       子ども・子育て支援新制度において、認定こども園や保育所等の施設、また、

家庭的保育事業等を就学前の子どもが利用する場合、その保護者は事前に認定の

申請を行い、保育の必要性に関する認定を受けることになります。  

       保育の必要性の認定に当たっては、市町村は国が定める従うべき基準と参酌す

べき基準の区分に従い、認定基準を定めることとされたことから、この条例を制

定しようとするものです。  

       子ども・子育て支援法施行規則に基づき、市町村で定める就労時間、就労の下

限時間については、本町はこれまで特に下限を設けていませんでしたので、この

条例制定に当たっては、最も制限の緩やかな４８時間に設定したいと考えていま

す。 

       それ以外の項目については、本町の実情に国の基準と異なる内容を定める特別

な事情はないため、国の基準を福崎町の基準とするものとします。  

       資料右側に条例に定める基準、従うべき基準と参酌すべき基準の別を記載して

おります。  

       条例の内容は、第１条は条例の趣旨、第２条は用語の定義、第３条は保育の必

要性の事由、第４条は保育必要量の認定、第５条は優先利用の事由、及び第６条

は委任で、この条例に定めるもののほか、保育の必要性の認定に関し必要な事項

は、規則で定めることを規定しています。  

       この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行いたします。  

       なお、この条例の施行に合わせ、保育の実施基準等を定めた、福崎町保育の実

施等に関する条例を廃止します。  

       以上で、議案第５８号から議案第６１号の説明を終わります。よろしくご審議

賜り、ご賛同いただきますよう、お願いいたします。  

 

日程第２３ 議案第６２号  平成２６年度福崎町一般会計補正予算（第２号）について  

 

議    長  日程第２３、議案第６２号、平成２６年度福崎町一般会計補正予算（第２号）

についてを議題といたします。  

       本案に対する詳細なる説明を求めます。  

企画財政課長  議案第６２号について、ご説明を申し上げます。  

       平成２６年度一般会計補正予算（第２号）は、既定の歳入歳出予算の総額に１
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億９，１００万円を追加し、補正後の予算総額を８６億２，８６０万円とするも

のです。  

       第１表、歳入歳出予算補正の内容につきましては、事項別明細書に沿って説明

をさせていただきますので、まず、歳出の１５、１６ページをお開きください。  

（以下、事項別明細書朗読説明につき省略）  

       以上、議案第６２号の説明とさせていただきます。よろしくご審議を賜り、ご

賛同いただきますよう、お願い申し上げます。  

 

日程第２４ 議案第６３号  損害賠償請求事件に係る和解について  

 

議    長  日程第２４、議案第６３号、損害賠償請求事件に係る和解についてを議題とい

たします。  

       本案に対する詳細なる説明を求めます。  

上下水道課長  議案第６３号について、ご説明申し上げます。  

       この議案は、平成２５年３月議会の議案第３６号、下水道マンホール調整コン

クリート工等手直し工事に係る費用請求事件に関する訴えの提起について、及び、

平成２５年６月議会の議案第４８号、訴えの提起の変更について、それぞれ議決

をいただき、株式会社大勝、直接請負分６２７万１，６５０円及び共同事業体 JV

の株式会社大勝、株式会社龍巳請負における会社構成比率の出資比率の株式会社

大勝分４０％の１２３万４，８００円、株式会社龍巳分６０％の１６６万５，３

００円、並びに弁護士費用相当分１００万円の合計１，０１７万１，７５０円を

請求する訴状を平成２５年８月６日、神戸地方裁判所に提出し、１０月４日に第

１回弁論が始まり、平成２６年３月１３日、第５回弁論において、裁判所から双

方に対し和解の打診があり、４月２４日第６回弁論において、相手側から６００

万円の提示があり、裁判所から町に対しまして検討するよう指導を受け、和解交

渉をする中、本年１０月末に６００万円、来年２月末に２００万円の合計８００

万円で議会の議決をいただき、和解しようとするものであります。  

       資料議案第６３号に経過報告をお示ししておりますので、後ほどごらんくださ

い。 

       議案第６３号の説明を終わります。ご審議を賜り、ご賛同いただきますよう、

よろしくお願いをいたします。  

 

日程第２５ 議案第６４号  福崎町道路線の廃止及び認定について  

 

議    長  日程第２５、議案第６４号、福崎町道路線の廃止及び認定についてを議題とい

たします。  

       本案に対する詳細なる説明を求めます。  

まちづくり課長 議案第６４号、福崎町道路線の廃止及び認定について、ご説明申し上げます。  

       当議案は道路法第１０条第３項及び第８条第２項の規定により、福崎町道路線

を別紙のとおり廃止及び認定することについて、議会の議決を求めるものです。  

       議案の次のページ、別紙をごらんください。廃止する路線の種類及び路線名は

３級４４７号線です。認定する路線の種類及び路線名は３級４４７号線及び２級

２３５６号線の２路線です。詳細につきましては、資料に基づき説明をさせてい

ただきます。  

       説明に入ります前に、資料に誤りがございます。６４号資料の１ページ、２ペ

ージをお願いします。  
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       資料、図面の中で延長を表示しております。その少し右側に兵庫トヨタ、コメ

リと店舗の表示をしておりますが、兵庫トヨタ、コメリにつきましては、もう１

本東の中道線沿いにありまして、ここにはないということでありますので、削除

をお願いします。また、修正資料につきましては、後日差しかえをさせていただ

きますので、ご理解をお願いいたします。  

       それでは、詳細説明をさせていただきます。  

       廃止する路線につきましては、議案第６４号資料１ページをごらんください。

廃止する路線、町道４４７号線につきましては、中島地内の中島井ノ口線と中島

八反田線を結ぶ路線でございます。起点は中島井ノ口線側、南田原字岸ノ上２２

５４番６地先から、終点は中島八反田線側、中島字岸ノ上２２５４番３地先まで、

延長は５０．５メートル、幅員は２．９メートルから４．９メートルです。  

       次に、認定する路線でございます。認定する路線の１点目は、資料２ページを

ごらんください。町道４４７号線でございます。起点は中島井ノ口線側、南田原

字岸ノ上２２５４番６地先から、終点は南田原字中嶋７６３番３地先まで、延長

は２１．５メートル、幅員は３．６メートルから４．９メートルでございます。  

       資料３ページをごらんください。コスモス薬品株式会社の開発に伴い、中島八

反田線の延長１５メートルの区間を幅員６メートルに、開発業者により拡幅をし

ます。図中の斜線部分でございます。また、計画平面図の破線で囲み、塗りつぶ

しをしております部分につきましては、町道４４７号線の一部を廃止し、払い下

げを行うものでございます。拡幅に係る面積４３．４８平米と、廃止に係る面積

６９．４９平米は、金額により清算し、払い下げをする予定でございます。  

       認定する路線の２点目は、資料４ページをごらんください。認定する道路の種

類及び路線名は、２級２３５６号線でございます。起点は南田原字大野２０５４

番１０地先から、終点は南田原字大野２０５３番４地先まで、延長は１１３．７

６メートルです。幅員は６メートルから１４．１メートルでございます。  

       当道路は、都市計画法第２９条に基づく開発行為により設置された公共施設の

うち、開発者オーエイハウジング有限会社より帰属を受けた道路でございます。

福崎町道路の管理に関する条例第４条の２第４号、都市計画道路法第２９条に基

づく開発許可を受けた住宅地で１０区画以上の区画内の道路の規定によりまして、

２級町道とするものでございます。  

       以上、議案第６４号、福崎町道路線の廃止及び認定についての提案説明とさせ

ていただきます。よろしくご審議いただき、ご賛同賜りますよう、お願いいたし

ます。  

 

日程第２６ 議案第６５号  工事請負契約について（川端雨水幹線工事（第２工区））  

 

議    長  日程第２６、議案第６５号、工事請負契約（川端雨水幹線工事（第２工区））

についてを議題といたします。  

       本案に対する詳細なる説明を求めます。  

上下水道課長  議案第６５号について、ご説明申し上げます。  

       この工事は平成２６年８月２１日に一般競争入札に付したもので、契約を締結

するため、規定により議会の議決をお願いするものであります。  

       議案第６５号資料に、川端雨水幹線工事（第２工区）の資料をお示ししており

ますので、ごらんください。  

       資料１ページ右側に入札の結果をお示ししております。工事名は川端雨水幹線

工事（第２工区）、落札金額は７，８８４万円で、落札業者は藤澤工業株式会社
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です。工期は平成２７年３月３１日までとしております。  

       資料２ページには、工事の位置図をお示ししております。工事区域は千束水路

の分岐点から大塚古墳東の第１工区までの範囲であります。  

       資料３ページには、工事概要をお示ししております。水路工３４８．２メート

ルと、起伏ゲート工２基、スライドゲート工１基となっております。  

       以上で、議案第６５号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜

り、ご賛同いただきますよう、お願い申し上げます。  

 

日程第２７ 請願第２号  手話言語法制定を求める意見書の提出について  

 

議    長  日程第２７、請願第２号、手話言語法制定を求める意見書の提出についてを議

題といたします。  

       本案に対する詳細なる説明を紹介議員に求めます。  

高井國年議員  本会議初日で長い説明で皆さん方お疲れだと思いますけれども、最後の締めく

くりということで、大変恐縮ではございますが、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

       それでは、請願第２号、手話言語法制定を求める意見書の提出についての説明

を、紹介議員の私から説明をさせていただきます。  

       請願者は、神戸市中央区相生町２－２－８、公益社団法人兵庫県聴覚障害者協

会、理事長、本郷善通さんです。  

       請願の趣旨から申し上げます。手話が音声言語と対等な言語であることを広く

国民に広め、聞こえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使

え、さらには手話を言語として普及、研究することができる環境整備を目的とし

た手話言語法を制定することを求めるための請願でございます。  

       理由としては、手話とは日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表

情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語であります。手話を使う聾唖者にとっ

て、聞こえる人たちの音声言語と同様に大切な情報獲得とコミュニケーションの

手段として、大切に守られてきました。  

       しかしながら、聾学校では手話を禁止され、社会では手話を使うことで差別さ

れてきた長い歴史があります。２００６年（平成１８年）１２月に採択されまし

た国連の障害者権利条約には、手話は言語であることが明記されています。国は

２０１１年（平成２３年）８月に改正障害者基本法、２０１２年（平成２４年）

に障害者虐待防止法、２０１３年（平成２５年）に障害者差別解消法などの法律

を整備し、２０１４年（平成２６年）に障害者権利条約が批准されました。改正

障害者基本法では、全て障害者は可能な限り、言語、手話を含みますけれども、

その他の意思疎通のための手段について選択の機会が確保されると定められてい

ます。  

       また、同法第２２条では、国、地方公共団体に対して、情報保障施策を義務づ

けられており、手話は音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こ

えない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話

を言語として普及、研究することができる環境整備に向けた法整備を国として実

現することが必要であると考えられています。以上が請願の趣旨及び理由でござ

います。  

       自分も福祉の仕事をさせていただきまして、３０年前までは、トゥユーという

手を差し伸べる福祉精神でございました。それが２０年ほど前には、ウィズユー

という、ともに生きる喜びを知るという福祉の精神でございました。それから１
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０年ほど前には、ノーマライゼーションの構築という言葉が出てきまして、やは

り、健常者がおいでになられ、身体、それから精神、また生活環境の不全な方も、

それぞれが立場を置いておられるけれども、それぞれがおいでになられて社会を

構築している。いわば、１人はみんなのために、みんなは１人のために、安全・

安心な地域づくりを目指していく施策でございますけれども、そういうふうな考

え方のもとに、何とぞ各議員さん方におかれまして、慎重審議賜りまして、ぜひ

この趣旨に賛同し、採択していただきますよう、よろしくお願い申し上げまして、

説明とさせていただきます。ありがとうございました。  

議    長  以上で、本定例会の１日目の日程は終わりました。  

       ９月８日月曜日は議案調査のため休会といたします。 

       次の定例会２日目は９月９日火曜日、午前９時３０分から再開いたします。  

       それでは、本日はこれをもって散会いたします。お疲れさまでした。  

 

散会 午後２時０７分  

 

議    長  なお、１４時２０分から全員協議会を開催しますので、議員の皆様は第１委員

会室にご参集をお願いいたします。  

 

 


